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第１章 関係条例・規則等 

１－１ 双葉町防災会議条例（昭和 38 年 12月 26 日 条例第 19 号） 

改正 平成 12年３月 17日条例第５号 令和元年 12 月 18日条例第 26 号 

(目的) 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条第６項の規定に基づき、

双葉町防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 

(所掌事務) 

第 2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1)  双葉町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2)  町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3)  前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(4)  前３号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第 3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、町長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

５ 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(1)  指定地方行政機関のうちから町長が任命する者 

(2)  福島県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(3)  福島県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(4)  町長がその部内の職員から指名する者 

(5)  教育長 

(6)  消防長及び消防団長 

(7)  指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

(8)  学識経験のある者及びその他町長が必要と認める者 

６ 委員の定数は、40人以内とする。 

７ 第５項第７号及び第８号の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

８ 前項の委員は、再任されることができる。 
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（専門委員） 

第 4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、福島県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、

関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任され、又は解嘱されるもの

とする。 

（議事等） 

第 5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、

会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 

附 則（平成 12年条例第５号）抄 

（施行期日） 

１  この条例は，平成 12年４月１日から施行する。 

附 則 

この条例は，公布の日から施行する。 
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１－２ 双葉町災害対策本部条例（昭和 39年 12 月 26日 条例第 12号） 

改正 平成５年３月 15日条例第３号  平成８年３月 15日条例第３号 

（目的） 

第 1条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 23条第７項の規定に基づ

き、双葉町災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を定めることを

目的とする。 

（組織） 

第 2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職

務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第 3条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に班をおくことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長をおき、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当る。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（雑則） 

第 4条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定

める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成５年条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成８年条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。  
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１－３ 双葉町水防協議会条例（昭和 56年６月 12日 条例第 11号） 

改正 平成 12年３月 17日 平成 26 年 3月 17日 

第 1条 水防法（昭和 24 年法律第 193号）第 26 条第１項の規定に基づき、水防計画その他水防

に関し重要な事項を調査審議させるため、双葉町水防協議会（以下「協議会」という。）を置

く。 

２ 協議会の組織及び運営についてはこの条例の定めることによる。 

第 2条 委員の定数は、20 人以内とする。 

第 3条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

２ 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。 

第 4条 関係行政機関の職員たる委員又は関係団体の代表たる委員に事故があるときは、その指

名する職務上の代理者がその職務を代理する。 

第 5条 関係行政機関の職員たる委員の任期は当職にある期間とし、その他委員の任期は２カ年

とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。 

２ 町において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中におい

てもこれを免じ、又は解嘱することができる。 

第 6条 会長は、会議を招集し、その議長となる。 

第 7条 協議会は委員の２分の１以上の出席者がなければ会議を開くことができない。 

２ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

第 8条 協議会に幹事及び書記各々若干名をおき、会長が命じ又は委嘱する。 

２ 幹事は、会長の名を受け庶務を整理する。 

３ 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。 

第 9条 この条例に定めるもの及び自ら定めるもののほか協議会について必要なる事項は、会長

が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12年条例第５号）抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 

附 則（平成 26年条例第６号） 

この条例は、平成 26 年４月１日から施行する。 
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１－４ 福島県災害救助法施行細則（昭和 35 年６月 21日 福島県規則第 49 号） 

改正 令和６年１２月６日 

（被害調査） 

第一条 知事は、災害に際し、市町村における災害が、災害救助法施行令（昭和二十二年政令第二百二

十五号。以下「令」という。）第一条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当する見込みであると

きは、当該市町村の長に対し、直ちに被害状況を、被害状況調（第一号様式）により、求めるものと

する。 

第二条 削除 

（法適用地域の告示） 

第三条 知事は、災害救助法（昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。）による救助を行な

うときは、すみやかにその旨及び適用地域を告示するものとする。 

第四条 削除 

（救助の程度、方法及び期間） 

第五条 令第三条第一項の規定による救助の程度、方法及び期間は、災害救助法による救助の程度、方

法及び期間並びに実費弁償の基準（平成二十五年内閣府告示第二百二十八号。次項において「基準告

示」という。）に規定するところによる。 

２ 令第三条第二項の規定により、基準告示に規定するところによっては救助の適切な実施が困難な場

合に、内閣総理大臣に協議し、その同意を受けた上で定める救助の程度、方法及び期間は、知事が別

に定める。 

（物資の保管命令等令書） 

第六条 災害救助法施行規則（昭和二十二年総理庁令、厚生省令、内務省令、大蔵省令、運輸省令第一

号。以下「規則」という。）第一条の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書は、それぞれ次の各

号に定めるところによる。 

一 公用令書（第二号様式の一～第二号様式の四） 

二 公用変更令書（第三号様式） 

三 公用取消令書（第四号様式） 

２ 前項第一号の公用令書を交付したときは、強制物件台帳（第五号様式）に所定の事項を登録するも

のとする。 

３ 第一項第二号又は第三号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは強制物件台帳にその

理由その他必要な事項を記録するものとする。 
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第七条 前条第一項の公用令書、公用変更令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、その令書に添附

してある受領書に受領年月日を記入し、署名及び押印して、直ちにこれを知事に返付しなければなら

ない。 

（収用物資の占有者の立会い） 

第八条 規則第二条第二項の当該職員は、収用又は使用すべき物資の引渡を受けた場合において同条第

三項の規定により受領調書（第六号様式）を作成するときは、その物資の所有者又は権原に基づいて

その物資を占有する者（以下「占有者」という。）を立ち合わせるものとする。ただし、やむを得な

い場合においては、この限りでない。 

（損失補償） 

第九条 規則第三条の規定による損失補償請求書は、第七号様式による。 

２ 損失補償請求書の提出があつたとき又はこれに基づき損失補償を行なつたときは、所定の事項を強

制物件台帳に記録するものとする。 

（救助業務従事命令書） 

第十条 規則第四条の公用令書及び公用取消令書は、それぞれ次の各号に定めるところによる。 

一 公用令書（第八号様式） 

二 公用取消令書（第九号様式） 

２ 前項第一号の公用令書を交付したときは、救助従事者台帳（第十号様式）に所定の事項を登録する

ものとする。 

３ 第一項第二号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳にその理由を詳細に記録し、前項

の登録にかかる事項を朱線でまつ消するものとする。 

第十一条 第七条の規定は、前条第一項の公用令書又は公用取消令書の交付を受けた者について、これ

を準用する。 

（救助業務従事不能の届出） 

第十二条 規則第四条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる書類を添附して行なわなければな

らない。 

一 負傷又は疾病により救助に関する業務に従事することができない場合においては、医師の診断書 

二 天災その他さけられない事故により救助に関する業務に従事することができない場合において

は、市町村長、警察官その他適当な職員の証明書 

（実費弁償） 

第十三条 令第五条の規定による実費弁償の額の限度は、別表第二に定めるところによる。 

第十四条 規則第五条の実費弁償請求書は、第十一号様式による。 

（立入検査証票） 
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第十五条 法第十条第三項の規定により準用する法第六条第四項の証票は、第十二号様式による。 

（扶助金の申請） 

第十六条 規則第六条の扶助金支給申請書は、第十三号様式による。 

２ 扶助金を申請しようとする者は、前項の扶助金支給申請書に休業扶助金の支給を申請しようとする

場合にあつては負傷し、又は疾病にかかつたため従前得ていた収入を得ることができず、かつ、他に

収入のみちがないこと等特に休業扶助金の給付を必要とする理由を詳細に記載した書類、打切扶助金

の支給を申請しようとする場合にあつては療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関する医師の

意見書を添付しなければならない。 

３ 法第八条の規定により協力命令を受けて、救助に関する業務に協力した者又はその遺族が、規則第

六条の規定により扶助金支給申請書を提出しようとするときは、同条及び前項に定めるもののほか、

救助業務に協力したことを証する知事の証明書を添附しなければならない。 

附 則 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 災害救助法施行細則（昭和二十三年福島県規則第六号）は、廃止する。 

 

別表第一 削除 

別表第二（第十三条関係） 

実費弁償の額の限度 

一 令第四条第一号から第四号までに規定する者 

１ 日当 

（一） 医師及び歯科医師 一人一日当たり 二四、九〇〇円以内 

（二） 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び歯科衛生士 一人一日当た

り 一六、四〇〇円以内 

（三） 保健師、助産師、看護師及び准看護師 一人一日当たり 一五、四〇〇円以内 

（四） 救急救命士 一人一日当たり 一四、四〇〇円以内 

（五） 土木技術者及び建築技術者 一人一日当たり 一五、七〇〇円以内 

（六） 大工 一人一日当たり 三一、六〇〇円以内 

（七） 左官 一人一日当たり 三〇、二〇〇円以内 

（八） とび職 一人一日当たり 三一、三〇〇円以内 

２ 超過勤務手当 

１の（一）から（八）までに掲げる者のそれぞれの日当額の二十一日分を給料月額と、その者

の一週間の勤務時間を三十八時間四十五分とみなして職員の給与に関する条例（昭和二十六年福
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１－４ 福島県災害救助法施行細則（昭和 35 年６月 21 日 福島県規則第 49 号） 
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島県条例第九号）第十六条の規定により算出した勤務一時間当たりの給与額に基づき、同条例第

十三条の規定により算出した超過勤務手当の額に相当する額 

３ 旅費 

福島県旅費条例（昭和二十八年福島県条例第二十四号）の知事等以外の職務にある者が同条例

の規定により支給を受ける旅費額に相当する額 

二 令第四条第五号から第十号までに規定する者 

業者のその地域における慣行料金による支出実績額に手数料としてその百分の三に相当する額

を加算した額 

 
様式 〔略〕 
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１－５ 被害の認定基準 

（参考：消防庁 災害報告取扱要領） 

被害項目 報告基準 

人
的
被
害 

死  者 

当該災害が原因で死亡し、死体を確認したものまたは死体は確認できないが死

亡したことが確実な者とする。また、「災害関連死者」とは、当該災害による負

傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡し、災害弔

慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号）に基づき災害が原因で死

亡したものと認められたもの（実 際には災害弔慰金が支給されていないものも

含めるが、当該災害が原因で所在が不明なものは除く。）とする。 

行方不明 当該災害が原因で所在不明となり、かつ、死亡の疑いのある者とする。 

負 傷 者 当該災害により負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のある者のうち「重

傷者」とは１月以上の治療を要する見込みの者とし、「軽傷者」とは１月未満で

治療できる見込みの者とする。 

重 傷 者 

軽 傷 者 

住
家
被
害 

住  家 
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家であるかどうか

を問わない。 

全  壊 

住家がその居住のための基本的機能を喪失したもの、すなわち、住家全部が倒

壊、流失、埋没滅失したもので、具体的には、住家の損壊、若しくは流失した

部分の床面積が、その住家の延べ面積の 70％以上に達したものまたは住家の主

要構造部の被害額が、その住家の時価の 50％以上に達した程度のものとする。 

半  壊 

住家の損壊が甚しいが補修すれば元通りに使用できるもので、具体的には、損

壊部分がその住家の延べ面積の 20％以上 70％未満のもの、または住家の主要

構造部の被害額がその住家の時価の 20％以上 50％未満のものとする。 

一部損壊 

全壊および半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程度のも

のとする（床上浸水及び床下浸水に該当するものを除く）。ただし、ガラスが数

枚破損した程度のごく小さなものは除く。 

床上浸水 
全壊及び半壊に該当しない場合において、住家の床より上に浸水したもの及び

土砂竹木のたい積により一時的に居住することができないものとする。 

床下浸水 
全壊及び半壊に該当しない場合において、床上浸水にいたらない程度に浸水し

たものとする。 

非
住
家
被
害 

非 住 家 
住家以外の建物でこの報告中他の被害箇所項目に属さないものとする。これら

の施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とする。 

公共建物 
例えば役場庁舎、公民館、公立保育所等の公用又は公共の用に供する建物とす

る。 

そ の 他 公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物とする。 

非住家被害は、全壊又は半壊の被害を受けたもののみ記入するものとする。 

そ
の
他
被
害 

田畑の

被害 

流失 
耕土が流出し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能となったものとする。 

埋没 

冠水 稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとする。 

学  校 

学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）第１条に規定する学校をいい、具体的に

は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別

支援学校、大学及び高等専門学校における教育の用に供する施設とする。 

道  路 
道路法（昭和 27 年法律第 180号）第 2条第 1項に規定する道路のうち、橋りょ

うを除いたものとする。 

橋りょう 道路を連結するために河川、運河等の上に架設された橋とする。 

河  川 
河川法（昭和 39 年法律第 167 号）が適用され、もしくは準用される河川もしく

はその他の河川またはこれらのものの維持管理上必要な堤防、護岸、水利、床
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被害項目 報告基準 

止その他の施設もしくは沿岸を保全するために防護することを必要とする河岸

とする。 

港  湾 
港湾法（昭和 25 年法律第 218 号）第 2条第 5項に規定する水域施設、外かく施

設、けい留施設、又は港湾の利用及び管理上重要な臨港交通施設とする。 

砂  防 
砂防法（明治 30年法律第 29 号）第 1条に規定する砂防施設、同法第 3条の規

定によって同法が準用される天然の河岸とする。 

清掃施設 ごみ処理及びし尿処理施設とする。 

鉄道不通 汽車、電車等の通行が不能となった程度の被害とする。 

被害船舶 

ろかいのみをもって運転する舟以外の舟で、船体が没し、航行不能になったも

の及び流失し、所在が不明になったもの、並びに修理しなければ航行できない

程度の被害を受けたものとする。 

電  話 災害により通話不能となった電話の回線数とする。 

電  気 災害により停電した戸数のうち最も多く停電した時点における戸数とする。 

水  道 
上水道又は簡易水道で断水している戸数のうち、最も多く断水した時点におけ

る戸数とする。 

ガ  ス 
一般ガス事業又は簡易ガス事業で供給停止となっている戸数のうち、最も多く

供給停止となった時点における戸数とする。 

ブロック塀 倒壊したブロック塀又は石塀の箇所数とする。 

り
災
者 

り災世帯 

災害により全壊、半壊及び床上浸水の被害を受け通常の生活を維持できなくな

った生計を一にしている世帯とする。例えば、寄宿舎、下宿その他これに類す

る施設に宿泊するもので共同生活を営んでいるものについては、これを一世帯

として扱い、又同一家屋の親子、夫婦であっても、生活が別であれば分けて扱

うものとする。 

り 災 者 り災世帯の構成員とする。 

火災発生 地震又は火山噴火の場合のみ報告するものであること。 

被
害
金
額 

公立文教施設 公立の文教施設とする。 

農林水産業施設 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（昭和 25 年

法律第 169 号）による補助対象となる施設をいい、具体的には、農地、農業用

施設、林業用施設、漁港施設及び共同利用施設とする。 

公共土木施設 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法（昭和 26年法律第 97号）による国庫

負担の対象となる施設をいい、具体的には、河川、海岸、砂防施設、林地荒廃

防止施設、道路、港湾及び漁港とする。 

その他の 

公共施設 

公共文教施設、農林水産業施設及び公共土木施設以外の公共施設をいい、例え

ば庁舎、公民館、児童館、都市施設等の公用または公共の用に供する施設とす

る。 

公共施設 

被害市町村 

公立文教施設、農林水産業施設、公共土木施設及びその他の公共施設の被害を

受けた市町村とする。 

農産被害 
農林水産業施設以外の農産被害をいい、例えばビニールハウス、農作物等の被

害とする。 

林業被害 農林水産業施設以外の林産被害をいい、例えば立木、苗木等の被害とする。 

畜産被害 農林水産業施設以外の畜産被害をいい、例えば家畜、畜舎等の被害とする。 

水産被害 
農林水産業施設以外の水産被害をいい、例えばのり、漁具、漁船等の被害とす

る。 

商工被害 建物以外の商工被害で、例えば工業原材料、商品、生産機械器具等とする。 
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第２章 相互応援に関する資料 

２－１ 消防相互応援協定書 

（協定の目的） 

第１条 この協定は、消防組織法（昭和 22 年法律第 226 号）第 39条第２項の規定に基づき、双

葉郡内町村の長が消防相互応援に関し次のとおり協定し、火災その他の災害が発生した場合に

おいて、双葉郡内町村相互の消防力を活用して、災害における被害軽減を図ることを目的とす

る。 

（出動部隊の区分） 

第２条 この協定により出動する消防隊は双葉郡内町村消防団とする。 

（応援の種別） 

第３条 災害が発生した場合の相互応援は、次に掲げる区分によって出動させるものとする。 

(1) 普通応援 

双葉郡内町村間に隣接する地域に発生した災害を覚知した場合に当該災害発生地の町村長

又は消防団長の要請を待たずに出動する応援。 

(2) 特別応援 

双葉郡内町村のいずれかの区域内に大規模若しくは特殊な災害が発生し、又は前号の普通

応援以外の応援を特に必要とする災害が発生した場合において、当該災害発生地の町村長又

は消防団長の要請により出動する応援。 

（応援要請の方法） 

第４条 応援の要請は、災害発生地の町村長又は消防団長から電話その他の方法により、次の事

項を明確にして応援側の町村長又は消防団長に対し行うものとする。 

(1) 災害の種別 

(2) 災害発生の場所 

(3) 所要人員及び機械器具、消火薬剤等の種別、員数 

(4) 応援隊受領場所 

(5) その他必要事項 

（応援部隊） 

第５条 応援に出動する隊数は、普通応援については１隊、特別応援については原則として要請

された隊数とする。 

（指揮系統） 
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第６条 応援出動した部隊は、応援を受ける側の現場の最高指揮者の指揮に従うものとし、その

指揮は、応援部隊の長に対して行うものとする。 

（活動等の報告） 

第７条 応援出動した部隊の長は、現場到着及び引揚げの時刻並びに防災活動の状況を応援を受

けた側の現場の最高指揮者に報告するものとする。 

（経費の負担） 

第８条 応援に要した経費の負担は、法令その他別に定めるものを除くほか、次に定めるところ

による。 

(1) 応援に要した経常経費及び軽微な機器の破損等の修理に要した経費は応援した側の負担と

し、要請により特に調達した機器、資材等に係る経費は金員又は現物により応援を受けた側

が負担する。 

(2) 応援活動が長時間に渉ったために補給した燃料、機器、資材及び食料等に係る経費は、金

員又は現物により応援を受けた側が負担する。 

(3) 応援活動中に発生した重大な機器の破損等の修理に要した経費は、その都度協議の上、決

定する。 

(4) 応援団員が応援業務により負傷若しくは病気にかかり又は死亡した場合における災害補償

は、応援した側の負担とする。ただし、災害地において行う応急処置の経費は、応援を受け

た側の負担とする。 

(5) 応援団員が応援業務活動中（応援を受ける側の現場最高指揮者の指揮下に入る前又は解散

命令を受領した後に発生したものを除く。）に第三者に損害を与えた場合は、応援を受けた

側がその賠償の責を負うものとする。 

（協定事項の疑問に対する協議） 

第９条 この協定に定める事項に疑義を生じた場合又は定めのないものは、その都度双葉郡内町

村長が協議の上、決定するものとする。 

附 則 

１ この協定は、平成元年７月１日から実施する。 

２ この協定以前の消防相互応援協定書は、廃止する。 

 この協定を証するため本書８通を作成し、協定者記名押印の上、それぞれ１通を保有する。 

  平成元年 6月 29 日 

記名押印 〔略〕 
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２－２ 災害時における相互応援協定書 

（趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 67条の規定に基づき、いわ

き市、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村（以下「関係市

町村」という。）の区域において災害が発生した場合に、被災した市町村長からの要請に応

え、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、相互の応援体制について次のとおり定め

る。 

（応援の種類等） 

第２条 応援の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(4) 消火、救援、医療、防疫、応急復旧活動等に必要な職員の派遣 

(5) ボランティアの斡旋 

(6) 児童生徒の受入れ 

(7) 被災者に対する住宅の斡旋 

(8) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項 

（応援の手続） 

第３条 災害の発生により関係市町村の応援が必要であるときは、次に掲げる事項を明らかにし

て文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、文書の提出は事後とし、電

話等により応援の要請ができるものとする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号から第３号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量

等 

(3) 前条第４号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員 

(4) 応援場所及び応援場所への経路 

(5) 応援の期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（応援の実施） 

第４条 応援の要請を受けた関係市町村は、当該応援の要請に応ずるものとする。 

（経費の負担） 

第５条 応援に要した経費は原則として、応援を要請した関係市町村が負担するものとする。 
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２ 応援を要請した関係市町村が、前項に規定する経費を直ちに支出することが困難である旨の

申し出を行った場合には、応援を要請された関係市町村は、当該経費を一時支弁するものとす

る。 

（連絡責任者） 

第６条 第２条に掲げる応援の要請に関する事項の確実かつ円滑な連絡を図るため、関係市町村

に連絡責任者をおく。 

２ 連絡責任者は、関係市町村の消防防災事務を担当する課長とする。 

（災害対策連絡会議の設置） 

第７条 関係市町村は、災害発生時の迅速かつ効果的な応援体制の確立を図るため、災害対策連

絡会議（以下「連絡会議」という。）を設置するものとする。 

２ 連絡会議は、定期的及び必要に応じて随時開催し、応援のあり方、協定の見直し等について

協議するほか、地域防災計画その他参考資料を相互に提供するものとする。 

（他の協定との関係） 

第８条 この協定は、他の市町村等の相互応援に関する協定及び消防の相互応援に関する協定を

排除するものではない。 

（雑則） 

第９条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、関係市町

村が協議して別に定める。 

 この協定を証するため、この協定書を９通作成し、関係市町村長がそれぞれ署名押印のうえ、各

１通を保有する。 

  平成 11 年３月 25日 

記名押印 〔略〕 
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２－３ 全国原子力発電所所在市町村協議会災害相互応援に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、全国原子力発電所所在市町村協議会の会員（準会員を含む。）である市町

村において、大規模な災害が発生し、被災した会員市町村（以下「被災会員市町村」とい

う。）のみでは十分な救護等の応急措置が実施できない場合における会員市町村の相互応援に

ついて必要な事項を定めるものとする。 

（災害応援市町村） 

第２条 災害応援市町村は、この要綱の趣旨に賛同した別表に掲げる会員市町村（以下「応援会

員市町村」という。）とする。 

（連絡担当部局） 

第３条 会員市町村は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定めるものとする。 

（連絡） 

第４条 被災会員市町村は、災害が発生したときは、速やかに事務局に連絡するものとする。 

２ 事務局は、前項の連絡を受けたときは、速やかに会員市町村へ周知するものとする。 

（応援の種類） 

第５条 応援の種類は、次のとおりとする。 

(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供 

(2) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

(3) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

(4) 救援及び応急復旧等に必要な職員の派遣 

(5) ボランティアのあっせん 

(6) 前各号に定めるもののほか、被災会員市町村が特に必要と認めるもの 

（応援要請の手続） 

第６条 応援を受けようとする被災会員市町村は、次に掲げる事項を明らかにして、電話等によ

る要請を行い、後日速やかに当該事項に記載した文書（別記様式１）を事務局に提出するもの

とする。 

(1) 被害の状況 

(2) 前条第１号から第３号までの応援に要する品名、規格、数量等 

(3) 前条第４号に掲げる職員の事務職、医療職、技術職、技能職の職種別及び人員 

(4) 応援を受ける場所及びその経路 

(5) 応援を受ける期間 

(6) 前各号に掲げるもののほか、応援要請に必要な事項 
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（応援体制） 

第７条 事務局は、被災会員市町村から応援の要請を受けたときは、役員市町村と協力し、要請

の内容に応じ、次の各号に掲げる災害の応援体制を当該各号に定める会員市町村をもって組織

するものとする。 

(1) 第１次体制 別に定めるブロック別都道府県内の会員市町村 

(2) 第２次体制  全会員市町村 

（実施） 

第８条 事務局から応援を要請された会員市町村は、極力これに応じ、救援に努めるものとす

る。 

２ 応援要請を受けなかった会員市町村は、被災会員市町村と連絡をとり、適宜必要な応援をす

ることができるものとする。 

（緊急応援活動の実施） 

第９条 会員市町村は、他の会員市町村において災害が発生した場合で、緊急の応援活動が必要

であると判断したときは、第７条の規定にかかわらず、緊急応援活動を実施できるものとす

る。 

（経費の負担） 

第 10 条 職員の派遣に要する経費及び救援物資の調達その他の応援に要する経費は、原則として被災

会員市町村が負担するものとする。 

（災害補償等） 

第 11 条 第５条第４号の規定により派遣された職員（次項において「派遣職員」という。）に係

る公務災害補償については、地方公務員災害補償法（昭和 42 年法律第 121 号）に定めるところ

による。 

２ 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じたもの

については被災会員市町村が、被災会員市町村への往復経路の途中に生じたものについては応

援を行う会員市町村が賠償の責めを負うものとする。 

（資料等情報の交換） 

第 12 条 会員市町村は、この要綱に基づく応援が円滑に行われるよう、必要に応じ、情報交換を

行うものとする。 

（補則） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、災害相互応援の実施に関し必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 18年５月 12日から施行する。 
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別表（第２条関係） 
泊村 大間町 むつ市 東通村 六ヶ所村 女川町 石巻市 双葉町 大熊町 富岡町 
楢葉町 東海村 御前崎市 刈羽村 柏崎市 志賀町 敦賀市 美浜町 おおい町 
高浜町 松江市 伊方町 上関町 玄海町 薩摩川内市 神恵内村 共和町 岩内町 
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様式第１（第６条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

全国原子力発電所所在市町村協議会長 殿 

 

被災会員市町村 

 

 

             災害発生による応援要請について 

 

 全国原子力発電所所在市町村協議会相互応援に関する要綱第 6 条の規定に基づき、次

のとおり応援を要請します。 

 

項  目 内      容 

１ 被害状況  

２ 応援の種類及び 

内容 

 

３ 応援を要する職種 

 別人員 

 

４ 応援場所及び到達 

 経路 

 

５ 応援を受ける期間  

６ その他応援に必要 

 な事項 
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２－４ 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 

双葉町（以下「甲」という。）と株式会社アクティオ（以下「乙」という。）は、地震等の災害時等におけるレンタル機

材の提供に関し、次のとおり協定を締結する。 

(趣旨) 

第１条 この協定は、双葉町内に地震等の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「災

害時」という。）に、甲の要請に応じ、乙がその保有するレンタル機材を提供することについて、

必要な事項を定めるものとする。 

(提供の要請) 

第２条 甲は、災害時等においてレンタル機材を必要とするときは、乙に対して、乙の保有する移

動トイレ、発電機その他のレンタル機材（以下「保有機材」という。）の提供を要請するものと

する。 

２ 前項の規定による要請は、文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいと

まがないときは、口頭で要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。 

（提供等） 

第３条 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、保有機材を甲に優先的に提供し、及び運搬

するよう努めるものとする。 

２ 乙は、甲の要請に的確に対応するため、保有機材の供給可能な体制を保持するものとする。 

（費用の負担） 

第４条 甲は、保有機材の提供及び運搬に係る費用を負担するものとする。この場合において、当

該費用は、乙の通常価格により算出した額とする。 

（引渡し） 

第５条 保有機材の提供に係る引渡場所は、甲が指定するものとし、甲は、当該取引場所に職員を

派遣し、当該保有機材を確認の上、引渡しを受けるものとする。 

（定めのない事項等の決定） 

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し必要な事項については、そのつど甲

乙協議して定めるものとする。 

（発効） 

第７条 この協定は平成 18年 11月１日から効力を有する。 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

  平成 18 年 11月１日 

記名押印 〔略〕  
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２－５ 災害時における物資供給に関する協定書 

双葉町（以下「甲」という。）とNP O法人コメリ災害対策センター（以下「乙」という。）は、災害時における物資の

供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

(趣旨) 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下

「災害時」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するた

めに必要な事項を定めるものとする。 

(協定事項の発効) 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対

して要請を行ったときをもって発動する。 

（供給等の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資

の供給を要請することができる。 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資と

する。 

(1) 別表に掲げる物資 

(2) その他甲が指定する物資 

（要請の方法） 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行う

ものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速や

かに文書を交付するものとする。 

（物資の供給の協力） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書により

甲に報告するものとする。 

（引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が

行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場所は、甲が定める輸送手段によ

り運搬するものとする。 

２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するも

のとする。 
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（費用の負担） 

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担

するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速や

かに決定する。 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。 

（情報交換） 

第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災

害時に備えるものとする。 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する

ものとする。 

（有効期間） 

第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の

終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保有する。 

  平成 18 年 11月１日 

記名押印 〔略〕 
 

別表 災害時における緊急対応可能な物資 
大分類 主な品種 

作業関係 作業シート、標識ロープ、誘導灯、ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、 

長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、ポケットコート、土のう袋、ガラ袋、 

スコップ、ホースリール、散水ノズル 

日用品等 毛布、タオル、割箸、使い捨て食器、ポリ袋、ホイル、ラップ、 

ウエットティッシュ、マスク、バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、 

ローソク、マッチ、簡易ライター、使い捨てカイロ 

水関係 飲料水、水缶 

冷暖房機器等 大型石油ストーブ、木炭、練炭、練炭コンロ 

電気用品等 強力ライト、懐中電灯、ラジオ、乾電池、カセットコンロ、カセットボンベ 

トイレ関係等 救急ミニトイレ 
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２－６ 災害時の情報交換に関する協定 

国土交通省東北地方整備局長（以下「甲」という。）と、双葉町長（以下「乙」という。）とは、災害時における各種情

報の交換等に関し、次のとおり協定する。 

(目的) 

第１条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、甲及び乙が必

要とする各種情報の交換等について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とす

る。 

(情報交換の開始時期) 

第２条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 

一 双葉町内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき 

二 双葉町災害対策本部が設置されたとき 

三 その他甲及び乙が必要と認めたとき 

（情報交換の内容） 

第３条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 

一 一般被害状況に関すること 

二 公共土木施設（道路、河川、ダム、砂防、都市施設等）被害状況に関すること 

三 その他必要な事項 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の派遣） 

第４条 第２条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合

には、甲から乙の災害対策本部等に災害対策現地情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとす

る。なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るもの

とする。 

（災害対策現地情報連絡員（リエゾン）の受入れ） 

第５条 乙は、甲から派遣される災害対策現地情報連絡員の活動場所として災害対策本部等に場所

を確保するものとする。 

（平素の協力） 

第６条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備

に協力するものとする。 

（協議） 

第７条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲及び

乙が協議のうえ、これを定めるものとする。 
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 本協定は２通作成し、甲及び乙が各１通を保有する。 

  平成 26 年 11月７日 

記名押印 〔略〕 
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２－７ 大規模災害時の相互協力に関する協定書 

双葉町（以下「甲」という。）と東北電力ネットワ－ク株式会社相双電力センタ－（以下「乙」と

いう。）は、地震・台風・大雪等の大規模災害時に広域かつ長期的な停電が発生した場合、甲、乙が

緊密な連携及び協力を図り、電力設備を迅速かつ円滑に復旧し、住民の生活と安全を確保すること

を目的として次のとおり本協定を締結する。  

 

（緊急連絡先の確認）  

第１条 甲及び乙は、双方の災害時連絡先部署名、担当者氏名及び電話番号の明確化を図り、緊急

時の相互連絡が確実に取れる体制を確立する。  

２ 甲及び乙は、別に定める「災害時における緊急連絡先」を作成し、内容に変更が生じた場合は、

速やかな情報の提供により、確実に連絡が取れる体制の維持に努めるものとする。  

（連絡員の派遣）  

第２条 乙は大規模災害時に、甲から連絡員の派遣要請があった場合、その要請に応じ連絡員の派

遣に努めるものとする。ただし、乙は甲から派遣要請がなかった場合でも連絡員を派遣すること

ができる。  

２ 甲は、乙が連絡員を派遣する場合、予め連絡員の対応者を専任し、受入れ態勢を整えるものと

する。  

３ 乙が派遣した連絡員は、甲、乙の作業状況に関する情報交換及び要望事項の伝達等に務めるも

のとする。 

（電力設備復旧のための拠点提供） 

第３条 乙の電力設備に甚大な被害が発生し、その復旧作業のために甲の所有する敷地・施設（以

下「拠点場所」という。）の使用が必要となった場合、甲は可能な限り乙の要望に応えるものとす

る。 

２ 拠点場所については、甲、乙協議のうえ、予め別表「災害時における電力復旧のための拠点場

所」に定めておくものとする。  

３ 乙が拠点場所を使用する場合は、甲、乙は次に挙げる項目を遵守するもの とする。 

（１） 乙が甲拠点場所の敷地・施設を使用する際は、緊急性を考慮し口頭での申請と許可により

可能なものとする。 

（２） 拠点場所は、大規模災害時における乙の復旧応援隊の参集場所、復旧資機材の仮置き場、

駐車場及び現地本部等に使用するものとする 

（３） 甲は他行政区域での災害復旧であっても、乙の使用が妥当と判断する場合は、可能な限り

拠点場所の使用に協力するものとする。 

（４） 乙の拠点場所の使用に伴い、水道・電気・ガス等の使用料が発生した場合、乙は実費相当
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額を甲に対して支払うものとし、その金額については甲、乙協議のうえ決定するものとする。 

（５） 乙が使用したことにより、拠点場所の整備や設備の修繕等が必要となった場合は、原状復

帰を基本とし、乙が責任を持って対処するものとする。 

（防災行政無線による停電の周知） 

第４条 大規模な停電が発生し、その復旧に時間を要する見込みがある場合は、 乙の依頼に基づ

き、甲は可能な限り防災行政無線による停電の周知に協力するものとする。  

２ 乙が甲に依頼する周知内容は、「停電の範囲や状況の報告・電力設備に関する情報提供依頼・感

電防止に関する注意喚起等」とし、その都度甲、乙協議により詳細を決定するものとする。  

（重要施設の優先復旧） 

第５条 大規模災害において、甲の業務遂行上、速やかな電源確保を必要とする施設がある場合、

乙に対して応急電源確保または優先復旧作業の要請を行うものとし、乙は可能な限りその要請に

応えるものとする。  

２ 乙が応急電源確保や優先復旧作業を行う施設は、人命に係わる対応を最優先とし、非常災害対

策の中枢となる官公署の施設や住民の避難場所、公共の通信施設等の災害復旧、二次災害の防止

に繋がる施設を対象とする。  

（管理道路の車両通行確保）  

第６条 乙が大規模災害時の設備復旧対応のため、甲の管理道路を通行するとき、積雪・土砂崩れ・

倒木等により通行支障が生じた場合、乙は、甲に対し必要に応じて積雪・障害物除去等の協力要

請を行うこととし、甲は可能な限り協力するものとする。 

（本協定の有効期間）  

第７条 本協定は、締結の日から効力を生じ、その有効期間は１年間とする。ただし、本期間満了

の１ヶ月前までに、甲または乙いずれからも異議の申出がなかった場合は、本協定の有効期間を

さらに１年間延長するものとし、その後もこの例によるものとする。  

２ 甲または乙いずれかの事情により、本協定内容の見直しまたは解消が必要となった場合は、相

手方に申入れを行い別途協議するものとする。  

（協議）  

第８条 本協定について疑義が生じた場合、または定めのない事項について対処が必要となった場

合は、甲、乙誠意をもって協議するものとする。  

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し甲、乙記名押印のうえ、そ れぞれ１通を保管す

る。 

   令和 ４ 年１２月２６日  

記名押印 〔略〕 
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別表（第３条関係） 

 

災害時における電力復旧のための拠点場所 

 

名称 所在地 

双葉町役場旧庁舎敷地 双葉郡双葉町大字新山字前沖 28 番 

双葉町産業交流センター南側駐車場 双葉郡双葉町大字中野字堂ノ前 32番他 

※上記拠点場所の使用範囲・使用期間については，その都度協議により確定する。 

 

以上 
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２－８ 大規模災害時における「ふくしま災害相互応援チーム」による相互応援等に関

する協定書 

（趣旨）  

第１条 この協定は、災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号）第 49条の２の規定に基づき、一の市

町村では対応困難な大規模災害が発生した場合において、県内被災市町村からの要請及び「応急対策

職員派遣制度（平成 30 年３月 23 日施行）」による決定連絡等により、福島県（以下「県」という。）

と福島県内市町村とが「ふくしま災害時相互応援チーム」として連携して実施する被災市町村への人

的応援に関し必要な事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条 この協定において使用する次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ各号に定めるところによ

る。  

(1) 災害 災害対策基本法第２条第１号に定める災害  

(2) 大規模災害 震度６弱以上の地震又はそれに相当する大規模な災害  

(3) 市町村 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第１条の３第２項に定める普通地方公共団体である

市町村 

(4) 応援 被災市町村への人的応援  

(5) ふくしま災害時相互応援チーム 被災市町村を応援する際の県と県内市町村との連携体  

(6) 国要綱 「応急対策職員派遣制度に関する要綱」  

(7) 対口支援団体 前号の要綱に定める団体  

(8) 独自申出による応援 被災市町村を域内に含む都道府県からの特段の要請により実施する応援  

（応援対象業務）  

第３条 県内の市町村が被災した場合は、原則として本協定以外の仕組み等において、応援対象となら

ない業務のうち当該市町村が必要とする業務を「ふくしま災害時相互応援チーム」による応援対象と

する。  

２ 県外の市町村が被災し、対口支援団体として「ふくしま災害時相互応援チーム」による応援を実施

する場合は、国要綱に基づく調整により応援が必要とされた業務を対象とする。  

３ 独自申出に対する「ふくしま災害時相互応援チーム」による応援は、要請のあった業務を対象とす

る。  

（情報連絡員の派遣）  

第４条 県は、県市町村において大規模災害が発生した場合、被災市町村における応援ニーズ等を把握

するため、当該市町村に情報連絡員を派遣する。  

２ 県は、県外市町村において大規模災害が発生し、独自申出による応援に先立ち必要がある場合は、

県外被災市町村における応援ニーズ等を把握するため、情報連絡員を派遣する。  
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（応援要請等）  

第５条 県内の市町村は、自らの市町村域において対応困難な大規模災害が発生し、「ふくしま災害時

相互応援チーム」の応援が必要となった場合は、情報連絡員と調整の上、県に対して応援を要請する

ものとする。  

２ 県外被災市町村への応援は、国要綱に基づく対口支援団体としての決定連絡又は県外被災市町村を

域内に含む都道府県から特段の要請があった場合とする。  

（応援の調整）  

第６条 前条により応援要請等があった場合は、県は速やかに県職員の派遣調整を行うとともに県内市

町村に対して「ふくしま災害時相互応援チーム」への参加を依頼するものとする。  

２ 前項の依頼を受けた県内市町村は「ふくしま災害時相互応援チーム」への参加の可否を県に回答す

るものとする。  

３ 前項の回答を受け、県は「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援計画を調整し、その結果を県内

市町村に連絡するものとする。 

（応援の実施）  

第７条 前条の調整後、県と県内市町村は、それぞれ直ちに被災市町村へ職員を派遣し、派遣された職

員は「ふくしま災害時相互応援チーム」として応援を実施するものとする。  

（応援期間）  

第８条 「ふくしま災害時相互応援チーム」による応援は、原則として大規模災害発生から１月程度を

目途とする。ただし、業務の進捗状況等により特に必要と認められる場合は、被災市町村と県が調整

した上で期間を延長することができるものとする。  

２ 前項により期間が延長される場合、再度第６条に定める調整を行うものとする。  

（職員の派遣期間）  

第９条 「ふくしま災害時相互応援チーム」に参加する職員の派遣期間は各１月未満とする。  

２ 職員の派遣期間の決定に当たっては、応援の継続性に配慮するものとする。  

（県の役割）  

第 10条 県は、「ふくしま災害時相互応援チーム」による応援が円滑に実施できるよう、情報連絡員を

はじめとした職員の派遣、被災地に関する情報の収集及び「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援

調整等に努めるものとする。  

（市町村の役割）  

第 11 条 県内市町村は、第６条第１項による依頼があった場合は、「ふくしま災害時相互応援チーム」

への参加を検討するものとする。  

（服務）  

第 12条 「ふくしま災害時相互応援チーム」へ参加する職員の服務は、派遣元の地方公共団体の関係規

定を適用する。  
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（公務災害補償）  

第 13条 「ふくしま災害時相互応援チーム」へ参加する職員の公務災害補償の手続等は、派遣元の地方

公共団体が行うものとする。  

（応援に要する経費の負担）  

第 14条 県内被災市町村への応援に要した経費は、災害救助法（昭和 22年法律第 118号）等に基づく

支弁を受けた場合等を除き、原則として「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援を受けた市町村が

負担するものとする。  

２ 「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援を受けた市町村が応援に要した経費を支弁するいとまが

ない場合は、「ふくしま災害時相互応援チーム」に参加した県及び県内市町村に、当該経費の一時繰替

支弁を求めることができるものとする。  

３ 対口支援団体等として県外被災市町村への応援を実施した場合に要した経費の負担は、国要綱等の

定めによるものとする。  

（平時の取組）  

第 15 条 県と県内市町村は、被災市町村に対する円滑な応援の実施に向け、平時から必要な取組を行

うものとする。  

（受援担当）  

第 16 条 県内市町村は、大規模災害発生時に第４条第１項に基づいて派遣される情報連絡員との調整

等を行うため、平時から受援担当を決定し、県及び県内市町村と共有するものとする。  

（他の協定との関係）  

第 17 条 この協定は、県及び県内市町村が個別に締結する災害時の相互応援協定等を妨げるものでは

ない。 

（協議事項）  

第 18 条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、県及び県内市町村がその都度

協議して定めるものとする。  

（その他）  

第 19条 この協定の実施に関し、必要な事項は別に定めるものとする。  

 

附 則  

１ この協定は令和５年１０月２４日から適用する。  

２ この協定の成立は、県知事及び県内市町村長の同意書をもって証する。 

 

 

 

 



 第２章 相互応援に関する資料 

２－８ 大規模災害時における「ふくしま災害相互応援チーム」による相互応援等に関する協定書 

５－31 

大規模災害時における「ふくしま災害時相互応援チーム」による相互応援等に関する協定実施細目 

（趣旨）  

第１条 この実施細目は、大規模災害時における「ふくしま災害時相互応援チーム」による相互応

援等に関する協定（以下「協定」という。）第 19条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事

項を定めるものとする。  

（応援の要請方法）  

第２条 協定第５条第１項に規定する応援の要請は、電話等により速やかに行うものとし、後日、

文書を提出するものとする。  

２ 文書による応援要請は、別紙様式によるものとする。  

（応援市町村の調整）  

第３条 協定第６条第１項に規定する「ふくしま災害時相互応援チーム」への参加の依頼を受けた

市町村は、被災している場合や、独自の協定等で応援を実施する場合等を除き、原則として参加

するものとする。  

（経費の負担）  

第４条 協定第 14条第１項に規定する応援に要した経費は、旅費や時間外勤務手当等とし、「ふく

しま災害時相互応援チーム」に参加した県及び県内市町村の条例等の規定により算定した額の範

囲内とする。 

２ 協定第 14条第２項の規定により応援に要した経費を一時繰替支弁した場合には、「ふくしま災

害時相互応援チーム」に参加した県及び県内市町村は、当該経費の額を、知事及び市町村の長名

による請求書により関係書類を添付の上、「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援を受けた市

町村に請求するものとする。 

３ 協定第 14条第１項及び前項の規定により難い場合については、その都度、「ふくしま災害時相

互応援チーム」に参加した県及び県内市町村と、「ふくしま災害時相互応援チーム」の応援を受け

た市町村が協議して定めるものとする。 

（受援担当） 

第５条 協定第 16 条に規定する受援担当は、平時から各自治体の受援計画等で定めておくととも

に、県及び県内市町村は、受援担当部局名簿を別に整理し、共有するものとする。  

（その他）  

第６条 この実施細目に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、県及び県内市町村がそ

の都度協議して定めるものとする。 

 

附 則  

この実施細目は、令和５年１０月２４日から施行する。 
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別紙様式  

文書番号   

年  月  日   

福島県知事 様  

 

○○市町村長     

 

「ふくしま災害時相互応援チーム」による相互応援等に関する協定 

に基づく応援の要請について（依頼） 

 

下記のとおり災害が発生したので、「ふくしま災害時相互応援チーム」による相互応援等に関す

る協定第５条第１項に基づき、応援を要請します。  

 

記 

 

１ 災害の名称  

 

 

２ 要請内容  

 

（１）業務  

 

（２）期間  

 

（３）人数  

 

（４）特記事項  

 
  担当課  

 

担当者（職・氏名）  

 

連絡先（電話番号・メールアドレス） 
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第３章 消防に関する資料 

３－１ 双葉町消防団の現況 

（１） 消防団の組織概要（組織図）（令和 7年 4月 1日現在） 

定数 225 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 消防団員数の推移（各年４月１日現在） 

（単位：人、％） 

    年度 

区分 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

実 員 165 159 150 145 132 117 108 99 114 113 109 

充 当 率 71.7 69.1 65.2 63.0 91.0 93.6 86.4 79.2 50.7 50.2 48.4 

条 例 定 数 230 230 230 230 145 125 125 125 225 225 225 

（３） 消防団員の年齢構成（令和７年４月１日現在） 

（単位：人、％） 

    年齢 

区分 
20 歳未満 20～29 歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60 歳以上 合計 

団 員 数 0 4 16 45 37 7 109 

構 成 比 0.0 3.7 14.7 41.3 33.9 6.4 100.0 

 

団長 

１人 
 

副団長 
１人 

 

訓練分団長 
１人 

 

技術分団長 
１人 

 

庶務分団長 
１人 

 

（実員） （定数） 

第六分団 

第一分団 

第四分団 

第七分団 

第二分団 

第三分団 

第五分団 

第八分団 

第九分団 

３人 

 

14人 

10人 

４人 

 

13人 

 15人 

8人 

 

10人 

 ４人 

 

10人 

 

15人 

15人 

 

10人 

 

15人 

 10人 

 

15人 

 

15人 

 15人 

 

機能別団員 
２３人 
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（４） 在職年数別消防団員数（令和７年４月１日現在） 

（単位：人、％） 

年数 5年未満 ５～９年 10～14年 15～19年 20～24 年 25～30年 30年以上 

団 員 数 32 3 2 29 19 15 9 

構 成 比 29.4 2.7 1.8 26.6 17.4 13.8 8.3 

在職年数 15年未満 35.9％ 

（５） 消防機械等の保有状況（令和７年４月１日現在） 

（単位：ヶ所、台） 

分団

名 

 

種類 

本 
 

団 

第
一
分
団 

第
二
分
団 

第
三
分
団 

第
四
分
団 

第
五
分
団 

第
六
分
団 

第
七
分
団 

第
八
分
団 

第
九
分
団 

合
計 

屯 所 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

普通消防ポンプ自動車 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

小 型 動 力 ポ ン プ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

（６） 消防団の出動状況 

（令和６年） 

区 分 火 災 風水害 警戒・捜索 訓練等 合 計 

出動回数（回） 0 0 15 11 26 

延べ人員（人） 0 0 64 107 171 

（７） 過去の火災発生状況 

（双葉町） 

年 度 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

件 数 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 1 
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３－２ 双葉町内危険物取扱施設一覧 

（１） 屋内貯蔵所 

事業所名 住所 備考 

(株)渡辺塗装工業 双葉町大字中田字北芹川 42 休止中 

東海塗装(株) 双葉町大字細谷字森ノ内 1 休止中 

(株)伊達屋 双葉町大字長塚字谷沢町 99-1 休止中 

(株)アルメディオ 双葉町大字中野字竹ノ花 33 稼働中 

(株)WorldLink＆Company 双葉町大字中野字塚ノ前 38 ｰ 1 稼働中 

（２） 屋外タンク貯蔵所 

事業所名 住所 備考 

JA 福島さくら 双葉町大字長塚字谷沢町 196-1 休止中 

双葉中央アスコン 双葉町大字中野字塚ノ前 6ほか 稼働中 

（３） 給油取扱所 

事業所名 住所 備考 

（株）伊達屋 双葉町大字長塚字町東 66-1 稼働中 

田中合名会社 双葉町大字新山字久保前 35-1 稼働中 

鳴川運輸㈲ 双葉町大字鴻ノ草字東廹 83 休止中 

双葉日立生コン(株) 双葉町大字中田字北芹川 29 稼働中 

（４） 移動タンク貯蔵所 

事業所名 住所 備考 

（株）伊達屋 双葉町大字長塚字谷沢町 99-1 稼働中 

田中合名会社 双葉町大字新山字久保前 70-1 稼働中 

（５） 地下タンク貯蔵所 

事業所名 住所 備考 

双葉厚生病院 双葉町大字新山字久保前 100 休止中 

ヘルスケア―ふたば 双葉町大字長塚字谷沢町 35-1 休止中 

旧双葉町役場 双葉町大字新山字前沖 28 休止中 

特別養護老人ホームせんだん 双葉町大字長塚字谷沢町 25-1 休止中 
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（６） 一般取扱所 

事業所名 住所 備考 

双葉中央アスコン 双葉町大字中野字塚ノ前 6 ほか 稼働中 

特別養護老人ホームせんだん 双葉町大字長塚字谷沢町 25-1 休止中 

福島県立双葉高等学校 双葉町大字新山字広町 80 休止中 

双葉中学校 双葉町大字新山字東舘 1 休止中 

（７） 東京電力 福島第一原子力発電所 

施設種類 住所 備考 

屋内貯蔵所（4か所） 双葉町大字細谷字森ノ内 1 稼働中 

屋外貯蔵所（3か所） 双葉町大字細谷字森ノ内 1 稼働中 

屋内タンク貯蔵所（3か所） 双葉町大字細谷字森ノ内 1 稼働中 

屋外タンク貯蔵所（6か所） 双葉町大字細谷字森ノ内 1 稼働中 

一般取扱所（11か所） 双葉町大字細谷字森ノ内 1 稼働中 

 

（８） 双葉町減容化施設 

施設種類 住所 備考 

屋外タンク貯蔵所(4か所) 双葉町大字細谷字大森 137-2 稼働中 

一般取扱所(8か所) 双葉町大字細谷字大森 137-2 稼働中 
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－
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原
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第６章 学校・医療機関等その他の施設一覧 

６－１ 保育所・幼稚園・学校等の状況 

行
政
区
名 

学
校
等
名 

所在地 

電
話
番
号 

人員 施設の内容 
給食 

施設 

スクール 

バス等 
経

営

区

分 

備考 児

童

数 

職

員

数 

合

計 

教室

等数 

校舎 

（㎡） 

体育館

（㎡） 

運動場

（㎡） 
有

無 

人

数 

台

数 

人

数 

 

※町内での学校再開について検討中。 

 

６－２ 医療機関 

施設名 電話 診療科目 病床数 医師数 備考 

双葉町診療所 0240-23-7386 内科 － ２ 

診療日 火、木、金 

休診日 月、水、土、

日、祝日、12/29～1/3 

  



第５編 資料編 
 

５－44 

６－３ 社会福祉施設等 
行政
区名 

施設名 所在地 
経営
区分 

備考 

長塚
一 

総合保健福祉施設 
ヘルスケア―ふたば 

双葉町大字長塚字谷沢町 35-1 公営 
・半壊 
・解体予定 

長塚

一 
双葉町ふれあい福祉会館 双葉町大字長塚字谷沢町 8-1 公営 

・半壊 

・解体予定 

長塚

一 
双葉町児童館 双葉町大字長塚字鬼木 1 公営 

・半壊 

・解体予定 

長塚
一 

双葉町青年婦人会館 双葉町大字長塚字谷沢町 56 公営 
・半壊 
・解体予定 

長塚

一 

社会福祉法人ふたば福祉会 

特別養護老人ホームせんだん 
双葉町大字長塚字谷沢町 25-1 民営 

・半壊 
・解体予定 

・福島県が事業所指定し、 
 仮設施設によりいわき市にて事業再開 

長塚
一 

社会福祉法人ふたば福祉会 
認知症対応型共同生活介護 

グループホームせんだんの家 

双葉町大字長塚字谷沢町 25-1 民営 

・半壊 

・解体予定 
・双葉町が事業所指定し、 
 仮設施設によりいわき市にて事業再開 

 

６－４ 宿泊施設 

行

政

区

名 

施設名 所在地 
電話 

番号 

人員 施設の内容 
食事

施設

の有

無 

送迎バ

ス等 経

営

区

分 

備

考 定

員 

従

業

員

数 

部

屋

数 

構造 

面積

（㎡） 

台

数 

人

数 

 
ビジネスホテル

ARM 双葉 

双葉町中

野堂ノ前

31 

0240-

23-6040 
  134  有 － － 

民

間 
 

 

FUTATABI FUTABA 

FUKUSHIMA 

（令和８年６月開

業予定） 

双葉町大

字中野字

宮ノ脇 7-

1（予定） 

   98  有   
民

間 
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６－５ 飲料水関係施設 

（令和３年３月末現在） 

管理者 電話番号 
給水対象 

地域 

給水人口（人） 
計画 取水地点 備考 

計画 現在 

双葉地方水道 

企業団 

0240- 

25-5315 

構成 5町 

（広野町、 

楢葉町、 

富岡町、 

大熊町、 

双葉町） 

23,960 － 

浅見川大船水源 浅見川大船水源   

浅見川小滝平水源 浅見川小滝平水源 

木戸川中川原 木戸川中川原 

木戸川表流水 木戸川表流水 

富岡第 1水源 富岡第 1水源 
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第７章 輸送に関する資料 

７－１ 緊急輸送路線 

第１次確保路線 ※福島県地域防災計画で指定 （令和４年３月現在） 

種 別 路 線 名 区 間 

国道 6 号 茨城県境～宮城県境 

高速自動車道 常磐自動車道 茨城県境～宮城県境 

一般県道 長塚請戸浪江線 請戸漁港～国道 6号 

 

第２次確保路線 ※福島県地域防災計画で指定 （令和４年３月現在） 

種 別 路 線 名 区 間 

国道 288 号 全線 

 

双葉町緊急輸送路 （令和２年３月現在） 

種 別 路 線 名 区 間 

一般県道 井手長塚線 浪江町境～国道 6号 

町道 下条・細谷線 国道 6号～旧双葉町役場入口 

長塚・新山線 国道 6号～国道 288 号 

久保前・中野線 国道 6号～青年婦人会館入口 

新山・鴻草線 国道 288 号～県道井手長塚線 

久保前・前沖線 全線 

 

７－２ ヘリコプター臨時離着陸場 

№ 名   称 所 在 地 電話番号 

    

    

 

７－３ 物資受入拠点 

№ 名   称 所 在 地 電話番号 

    

  

検討中 

検討中 
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７－４ 緊急通行車両の標章 

 

 
備考 １ 色彩は、記号を黄色、縁及び「緊急」の文字を赤色、「登録（車両）番号」、「有効期限」、「年」、

「月」及び「日」の文字を黒色、登録（車両）番号並びに年、月及び日を表示する部分を白色、

地を銀色とする。 

２ 記号の部分に、表面の画像が光の反射角度に応じて変化する措置を施すものとする。 

３ 図示の長さの単位は、センチメートルとする。 

７－５ 緊急通行車両確認証明書 

第   号 

年  月  日 

緊 急 通 行 車 両 確 認 証 明 書 

知   事 ㊞ 

公安委員会 ㊞ 

番号標に表示されている番号  

車両の用途（緊急輸送を行う

車両にあっては、輸送人員又

は品名） 

 

使 用 者 住 所 （  ）  局   番 

氏 名  

通  行  日  時  

通  行  経  路 出 発 地 目 的 地 

 

備        考  

備考 用紙は、日本産業規格 A5 とする。証明書は当該車両に備え付けるものとする。 
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第８章 救援に関する資料 

８－１ 自然災害に伴う飲料水給水場所（構成５町） 

町 名 名   称 住   所 

双 葉 町 双葉駅東地区商業施設 双葉町大字長塚字町東 154 

大 熊 町 大熊町役場駐車場 大熊町大字大川原字南平 1717 

富 岡 町 
富岡町役場駐車場 富岡町大字本岡字王塚 622-1 

さくらモールとみおか 富岡町大字小浜字中央 416 

楢 葉 町 楢葉町役場西側駐車場 楢葉町大字北田字鐘突堂 5-6 

広 野 町 広野町中央体育館駐車場 広野町中央台 1丁目 1 

 

８－２ 町の備蓄物資 

  令和８年３月現在    

品目 合計 目標数量 単位 

アルファ米（白飯、五目ご飯、ドライカ

レー、おこわ、ピラフ）※順次、水不要

品（リゾット）に入れ替え 

6,950 7,830 食 

アルファ米（白粥、梅粥） 950 1,950 食 

保存パン（缶詰パン） 2,540 5,220 食 

液体ミルク 36 36 缶 

粉ミルク 12 12 本 

飲料水（保存水）（500ml ペットボトル） 3,120 19,920 本 

オーエスワンパウダー 2,000 5,000 袋 

ビスケット 3,540 4,980 食 

毛布 600 1,000 枚 

哺乳瓶 50 50 本 

乳児用紙おむつ 314 300 枚 

大人用紙おむつ 240 300 枚 

尿取りパッド 300 300 枚 

衛生用品 1,820 1,800 枚 
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品目 合計 目標数量 単位 

トイレットペーパー 536 500 個 

子ども用マスク（感染症対策用） 150 150 枚 

大人用マスク（感染症対策用） 2,900 5,000 枚 

フェイスタオル 500 1,000 枚 

下着セット 750 3,000 枚 

食器セット 500 1,000 ｾｯﾄ 

災害用トイレ袋 12,100 25,000 枚 

救急セット 6 4 ｾｯﾄ 

担架 2 1 個 

コードリール 6 6 個 

発電機（軽油） 6 2 台 

ガソリン缶 0 2 個 

エンジンオイル 0 2 個 

高性能投光器 0 1 台 

バルーン型 LED 投光器 1 1 台 

LED 小型投光器 1 4 個 

ランタン 18 14 個 

大容量モバイルバッテリー 

ポータブル電源 2

台、USB ハブ 10

ポート 4 台、USB

ケーブル他 

4 台 

メガホン 2 2 個 

ポータブルテレビ 0 1 台 

救助工具 2 2 ｾｯﾄ 

車椅子 1 2 台 

ウオータータンク 20 20 個 

手指用消毒液 20 40 本 

フェイスシールド 200 150 個 

使い捨て手袋 500 450 枚 

テント 2 2 張 
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品目 合計 目標数量 単位 

間仕切り 54 600 枚 

非接触型体温計 3 4 個 

除菌用アルコールティッシュ 40 40 個 

カッパ（ﾋﾞﾆｰﾙｴﾌﾟﾛﾝ） 150 150 個 

嘔吐物処理セット 10 10 ｾｯﾄ 

第９章 遺体の処理に関する資料 

９－１ 遺体収容所 

場 所 

(名 称) 
収容能力 

連絡先 

所 在 地 電話番号 
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（１） 国指定 

区 分 名 称 所 在 地 指定年月日 

重要文化財 史跡清戸廹横穴 双葉町大字新山字清戸廹 1 昭和 43年５月 11日 

 

（２） 県指定 

区 分 名 称 所 在 地 指定年月日 

天然記念物 前田の大杉 双葉町大字前田字稲荷前 37 昭和 30年２月４日 

 

  

検討中 
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（３） 町指定 

区 分 名 称 所 在 地 指定年月日 

史跡 

 

新山城跡 双葉町大字新山 

字東舘 173、175、185、 

195～8、203 字本町 7 

昭和 51年２月 27 日 

両竹磨崖仏 双葉町大字両竹字稲荷廹 262 昭和 51年２月 27 日 

鴻草磨崖仏 双葉町大字鴻草字東廹 昭和 51年２月 27 日 

有形文化財 

十一面観世音座像 双葉町大字目廹字長廹 88 

（目廹観音堂内） 

昭和 51年２月 27 日 

阿弥陀仏如来座像 双葉町大字長塚字寺内前 262

（寺内前観音堂内） 

昭和 51年２月 27 日 

 

（４）国登録 

区 分 名 称 所 在 地 登録年月日 

建造物 
旧三宮堂田中医院診療

所 
双葉町大字長塚字町 12  令和４年６月 29 日 

建造物 
旧三宮堂田中医院煉瓦

蔵 
双葉町大字長塚字町 12  令和４年６月 29 日 

 

（５）遺跡 

地図名 遺跡番号 名  称 所  在  地 種  別 備考 

浪江(20) 001 北北斗廹横穴墓群 鴻草字北北斗廹 横穴墓   

浪江(20) 002 石仏遺跡 渋川字石仏 散布地   

浪江(20) 003 渋川館跡 渋川字勝見廹 城館跡   

浪江(20) 004 仲禅寺 寺沢字唐沢 社寺跡   

浪江(20) 005 寺沢遺跡 寺沢字唐沢 散布地   

磐城双葉(21) 006 北沖横穴墓群 下羽鳥字北沖 横穴墓   

浪江(20) 007 羽鳥館跡 下羽鳥字台 城館跡   

浪江(20) 008 南廹遺跡 下羽鳥字南廹･朴廹･台 集 落   

浪江(20) 009 川原廹横穴墓群 下羽鳥字川原廹 横穴墓   

浪江(20) 010 西館跡 下羽鳥字南菅町･清水廹 城館跡   

浪江(20) 011 七日沢Ａ遺跡 石熊字七日沢 製鉄跡   



第５編 資料編 
 

５－52 

地図名 遺跡番号 名  称 所  在  地 種  別 備考 

浪江(20) 012 孫沢Ａ遺跡 石熊字上石熊 製鉄跡   

浪江(20) 013 石熊Ｄ遺跡 石熊字石熊 製鉄跡   

浪江(20) 014 石熊Ａ遺跡 石熊字石熊 散布地   

浪江(20) 015 垢離取場遺跡 石熊字垢離取場･八房平 散布地   

浪江(20) 016 羽山岳遺跡 石熊字垢離取場 散布地   

浪江(20) 017 木通沢遺跡 山田字木通沢 散布地   

浪江(20) 018 手子塚Ａ遺跡 山田字手子塚 散布地   

浪江(20) 019 舘腰横穴墓群 山田字前川原 横穴墓   

浪江(20) 020 舘腰遺跡 山田字舘腰･南館腰･下川原･前川原 散布地   

浪江(20) 021 柿木平古墳 山田字柿木平 古 墳   

浪江(20) 022 小豆廹古墳 山田字小豆廹 古 墳   

磐城双葉(21) 023 中ノ廹横穴墓群 鴻草字中ノ廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 024 鴻草西廹横穴墓群 鴻草字西廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 025 狸穴横穴墓群 中田字マミ穴 横穴墓   

磐城双葉(21) 026 稲荷廹横穴墓群 両竹字稲荷廹･中田字大仏廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 027 台古墳群 鴻草字台 古 墳   

磐城双葉(21) 028 岩井廹横穴墓群 鴻草字岩井廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 029 大仏前横穴墓群 中田字大仏前 横穴墓   

磐城双葉(21) 030 両竹館跡 両竹字花ノ木 城館跡   

磐城双葉(21) 031 寺内前古墳群 長塚字寺内前 古 墳   

磐城双葉(21) 032 寺内廹横穴墓群 長塚字寺内廹･寺内前 横穴墓   

磐城双葉(21) 033 北目横穴墓群 長塚字北目 横穴墓   

磐城双葉(21) 034 西宮下横穴墓群 長塚字西宮下･越田･寺内廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 035 深谷古墳群 長塚字深谷･蛭子堂 古 墳   

磐城双葉(21) 036 深谷Ａ遺跡 長塚字深谷 散布地   

磐城双葉(21) 037 深谷横穴墓群 長塚字深谷 横穴墓   

磐城双葉(21) 039 郡山貝塚 郡山字塚ノ腰 貝 塚   

磐城双葉(21) 040 塚ノ腰古墳群 郡山字塚ノ腰 古 墳   

磐城双葉(21) 041 郡山五番遺跡 郡山字五番 官 衙   

磐城双葉(21) 042 郡山五番古墳 郡山字五番 古 墳   

磐城双葉(21) 043 沼ノ沢古墳群 郡山字沼ノ沢 古 墳   
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地図名 遺跡番号 名  称 所  在  地 種  別 備考 

磐城双葉(21) 044 権現塚古墳 郡山字西原 古 墳   

磐城双葉(21) 045 弓廹Ａ横穴墓群 新山字弓廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 046 武沢館跡 新山字高万廹 城館跡   

磐城双葉(21) 048 清戸廹古墳群 新山字清戸廹 古 墳   

磐城双葉(21) 049 上廹横穴墓群 長塚字上廹･北目 横穴墓   

磐城双葉(21) 050 円通寺跡 両竹字花ノ木・浪江町両竹字的場   社寺跡   

磐城双葉(21) 051 磨崖仏下横穴墓群 両竹字稲荷廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 052 竜円寺跡 両竹字稲荷廹 社寺跡   

磐城双葉(21) 054 真福寺跡 中田字大仏前 社寺跡   

磐城双葉(21) 055 中田西廹横穴墓群 中田字西廹･マミ穴 横穴墓   

磐城双葉(21) 056 中田館跡 中田字舘腰 城館跡   

磐城双葉(21) 058 東廹横穴墓群 鴻草字東廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 059 鹿島神社 鴻草字台 社寺跡   

磐城双葉(21) 060 西台遺跡 鴻草字西台 散布地   

磐城双葉(21) 061 光徳寺跡 鴻草字寺前 社寺跡   

磐城双葉(21) 062 岩井廹遺跡 鴻草字岩井廹 散布地   

磐城双葉(21) 063 鴻草館跡 鴻草字柏木廹･中田字館腰 城館跡   

磐城双葉(21) 064 壇ノ前窯跡群 渋川字壇ノ前 窯 跡   

磐城双葉(21) 065 寺内前遺跡 長塚字寺内前 散布地   

磐城双葉(21) 066 南標葉郷陣屋跡 長塚字西宮下･寺内前 その他   

磐城双葉(21) 067 蛭子堂古墳群 長塚字蛭子堂 古 墳   

磐城双葉(21) 068 安養院跡 長塚字蛭子堂 社寺跡   

磐城双葉(21) 069 沼ノ沢遺跡 郡山字沼ノ沢 散布地   

磐城双葉(21) 070 小沢古墳群 郡山字小沢 古 墳   

磐城双葉(21) 071 東原Ａ遺跡 郡山字東原 散布地   

磐城双葉(21) 072 東原Ｂ遺跡 郡山字東原 散布地   

磐城双葉(21) 073 四郎田Ａ遺跡 郡山字四郎田 散布地   

磐城双葉(21) 074 四郎田Ｂ遺跡 郡山字四郎田 散布地   

磐城双葉(21) 075 馬場Ａ遺跡 郡山字馬場 散布地   

磐城双葉(21) 076 馬場Ｂ遺跡 郡山字馬場 散布地   

磐城双葉(21) 077 馬場Ｃ遺跡 郡山字馬場 散布地   
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地図名 遺跡番号 名  称 所  在  地 種  別 備考 

磐城双葉(21) 078 馬場Ｄ遺跡 郡山字馬場 散布地   

磐城双葉(21) 079 台Ａ遺跡 郡山字台 散布地   

磐城双葉(21) 080 鹿島原遺跡 郡山字鹿島原 散布地   

磐城双葉(21) 081 鹿島神社跡 郡山字鹿島原 社寺跡   

磐城双葉(21) 082 堂ノ上遺跡 郡山字堂ノ上 社寺跡   

磐城双葉(21) 083 満福寺跡 郡山字本風呂 社寺跡   

磐城双葉(21) 084 塚ノ腰遺跡 郡山字塚ノ腰 散布地   

磐城双葉(21) 085 西原沼遺跡 郡山字西原 その他   

磐城双葉(21) 086 西原Ａ遺跡 郡山字西原 散布地   

磐城双葉(21) 087 西原Ｂ遺跡 郡山字西原 散布地   

磐城双葉(21) 088 西原Ｃ遺跡 郡山字西原 散布地   

磐城双葉(21) 089 久保谷地Ａ地遺跡 郡山字久保谷地 散布地   

磐城双葉(21) 090 後廹Ａ遺跡 郡山字後廹 散布地   

磐城双葉(21) 091 後廹Ｂ遺跡 郡山字後廹 散布地   

磐城双葉(21) 092 陳場沢Ａ遺跡 郡山字陳場沢 散布地   

磐城双葉(21) 093 陳場沢Ｂ遺跡 郡山字陳場沢 散布地   

磐城双葉(21) 094 陳場沢窯跡 郡山字陳場沢 窯 跡   

磐城双葉(21) 095 東舘遺跡 新山字東舘 散布地   

磐城双葉(21) 096 弓廹Ｂ横穴墓群 新山字弓廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 097 漆廹遺跡 新山字漆廹 散布地   

磐城双葉(21) 098 大畑前遺跡 前田字大畑前･反町 散布地   

浪江(20) 099 竹下遺跡 渋川字竹下 散布地   

浪江(20) 100 中島遺跡 渋川字中島･町田 散布地   

浪江(20) 101 猿田沖遺跡 上羽鳥字猿田沖 散布地   

浪江(20) 102 榎内経塚群 上羽鳥字榎内 塚   

浪江(20) 103 沢入遺跡 上羽鳥字沢入･榎内 製鉄跡   

浪江(20) 104 愛宕下遺跡 目廹字愛宕下･前田 散布地   

浪江(20) 105 椚内窯跡 前田字椚内 窯 跡   

浪江(20) 106 長福寺跡 山田字備後内 社寺跡   

浪江(20) 107 北江下窯跡 山田字北江下 窯 跡   

浪江(20) 108 古岩沢遺跡 石熊字古岩沢 散布地   
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地図名 遺跡番号 名  称 所  在  地 種  別 備考 

浪江(20) 109 水越遺跡 山田字水越 製鉄跡   

浪江(20) 110 手子塚Ｂ遺跡 山田字手子塚 散布地   

浪江(20) 111 手子塚Ｃ遺跡 山田字手子塚 散布地   

浪江(20) 112 中沢Ａ遺跡 山田字中沢 製鉄跡   

浪江(20) 113 中沢Ｂ遺跡 山田字中沢 製鉄跡   

浪江(20) 114 中沢Ｃ遺跡 山田字中沢 製鉄跡   

浪江(20) 115 中沢Ｄ遺跡 山田字中沢 製鉄跡   

浪江(20) 116 石熊Ｂ遺跡 石熊字石熊 散布地   

浪江(20) 117 石熊Ｃ遺跡 石熊字石熊 散布地   

浪江(20) 118 石熊Ｅ遺跡 石熊字石熊 散布地   

浪江(20) 119 石熊Ｆ遺跡 石熊字上石熊 散布地   

浪江(20) 120 七日沢製鉄役所跡 石熊字七日沢 製鉄跡   

浪江(20) 121 七日沢Ｂ遺跡 石熊字七日沢 製鉄跡   

浪江(20) 122 七日沢Ｃ遺跡 石熊字七日沢 製鉄跡   

浪江(20) 123 孫沢Ｂ遺跡 石熊字上石熊 製鉄跡   

浪江(20) 124 孫沢Ｃ遺跡 石熊字上石熊 製鉄跡   

浪江(20) 125 榎内遺跡 上羽鳥字榎内 製鉄跡   

磐城双葉(21) 126 深谷Ｂ遺跡 長塚字深谷 散布地   

浪江(20) 127 唐沢Ｂ遺跡 寺沢字唐沢 散布地   

浪江(20) 128 上萩平Ｂ遺跡 山田字上萩平 散布地   

浪江(20) 129 唐沢Ａ遺跡 寺沢字唐沢 散布地   

浪江(20) 130 萩平遺跡 山田字萩平 散布地   

浪江(20) 131 上萩平Ａ遺跡 山田字上萩平 散布地   

浪江(20) 132 上萩平Ｃ遺跡 山田字上萩平 散布地   

浪江(20) 133 八房平遺跡 石熊字八房平 散布地   

浪江(20) 134 竹柄山遺跡 寺沢字竹柄山 製鉄跡   

磐城双葉(21) 135 東西郷内横穴墓群 山田字東西郷内 横穴墓   

浪江(20) 137 上萩平Ｄ遺跡 山田字上萩平 散布地   

浪江(20) 138 八房平Ｂ遺跡 石熊字八房平 散布地   

浪江(20) 139 寺沢南廹遺跡 寺沢字南廹 製鉄跡   

浪江(20) 140 北廹横穴墓群 渋川字北廹 横穴墓   
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磐城双葉(21) 141 上ノ台遺跡 山田字上ノ台 散布地   

磐城双葉(21) 142 細谷木通沢遺跡 細谷字木通沢 散布地   

磐城双葉(21) 143 森ノ内遺跡 細谷字森ノ内 散布地   

磐城双葉(21) 144 楢無遺跡 郡山字楢無 散布地   

磐城双葉(21) 145 沼ノ沢Ｂ遺跡 郡山字沼ノ沢 散布地   

磐城双葉(21) 146 久保谷地Ｂ遺跡 郡山字久保谷地 散布地   

磐城双葉(21) 147 南久保谷地Ａ遺跡 郡山字南久保谷地、字久保谷地 散布地   

磐城双葉(21) 148 島遺跡 郡山字島 集落跡   

磐城双葉(21) 149 長者原・大森遺跡 
大熊町夫沢字長者原・双葉町細谷字

大森 
製鉄跡   

磐城双葉(21) 150 細谷陳場沢遺跡 細谷字陳場沢 製鉄跡   

磐城双葉(21) 151 尾浸沢遺跡 郡山字尾浸沢 散布地   

磐城双葉(21) 152 銅谷廹遺跡 郡山字銅谷廹 集落跡   

磐城双葉(21) 153 大森遺跡 細谷字大森・森ノ内 製鉄跡   

磐城双葉(21) 154 弓廹Ｃ横穴墓群 新山字弓廹 横穴墓   

磐城双葉(21) 155 台Ｂ遺跡 郡山字台 
散布地・

集落跡   

磐城双葉(21) 156 南久保谷地Ｂ遺跡 郡山字南久保谷地 
散布地・

集落跡   

磐城双葉(21) 157 本風呂遺跡 郡山字本風呂 集落跡   

磐城双葉(21) 158 弓廹Ｄ横穴墓群 新山字弓廹 横穴墓  

磐城双葉(21) 159 二町遺跡 鴻草字二町 散布地  
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11－２ 土砂災害警戒区域等の指定 

（１） 土砂災害警戒区域 

告示番号 告示年月日 指定区域名 所在地 自然現象の種類 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 西宮下 双葉郡双葉町大字長塚字西宮下 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 善能寺 双葉郡双葉町大字前田字善能寺 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 福田廹 双葉郡双葉町大字長塚字福田廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 上廹Ａ 双葉郡双葉町大字長塚字上廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 上廹Ｂ 双葉郡双葉町大字長塚字上廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 町西 双葉郡双葉町大字長塚字町西 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 清戸廹 双葉郡双葉町大字新山字清戸廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 花ノ木 双葉郡双葉町大字両竹字花ノ木 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 西廹 双葉郡双葉町大字中田字西廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 榎内 双葉郡双葉町大字上羽鳥字榎内 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 南廹 双葉郡双葉町大字下羽鳥字南廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 福田廹 双葉郡双葉町大字長塚字上廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 寺内前 双葉郡双葉町大字長塚字寺内前 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 本町 双葉郡双葉町大字新山字本町 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 大畑 双葉郡双葉町大字前田字大畑 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 愛宕下 双葉郡双葉町大字目廹字愛宕下 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 沢入 双葉郡双葉町大字上羽鳥字沢入 土石流 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 舘沢Ａ 双葉郡双葉町大字山田字舘沢 土石流 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 竹ノ入 双葉郡双葉町大字山田字竹ノ入 土石流 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 舘沢Ｂ 双葉郡双葉町大字山田字舘沢 土石流 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 道六神 双葉郡双葉町大字松迫字道六神 土石流 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 舘腰 双葉郡双葉町大字山田字舘腰 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 八房平 双葉郡双葉町大字石熊字八房平 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 反町 双葉郡双葉町大字目迫字反町 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 沢入 双葉郡双葉町大字上羽鳥字沢入 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 長畑 双葉郡双葉町大字松倉字長畑 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 東迫 双葉郡双葉町大字鴻草字東迫 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 八房平Ａ 双葉郡双葉町大字石熊字八房平 急傾斜地の崩壊 
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（２） 土砂災害特別警戒区域 

告示番号 告示年月日 指定区域名 所在地 自然現象の種類 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 西宮下 双葉郡双葉町大字長塚字西宮下 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 善能寺 双葉郡双葉町大字前田字善能寺 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 福田廹 双葉郡双葉町大字長塚字福田廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 上廹Ａ 双葉郡双葉町大字長塚字上廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 上廹Ｂ 双葉郡双葉町大字長塚字上廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 町西 双葉郡双葉町大字長 塚字町西 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 清戸廹 双葉郡双葉町大字新山字清戸廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 花ノ木 双葉郡双葉町大字両竹字花ノ木 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 西廹 双葉郡双葉町大字中田字西廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 榎内 双葉郡双葉町大字上羽鳥字榎内 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 南廹 双葉郡双葉町大字下羽鳥字南廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 福田廹 双葉郡双葉町大字長塚字上廹 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 寺内前 双葉郡双葉町大字長塚字寺内前 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 本町 双葉郡双葉町大字新山字本町 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 大畑 双葉郡双葉町大字前田字大畑 急傾斜地の崩壊 

第 758号 令和 5年 12 月 26 日 愛宕下 双葉郡双葉町大字目廹字愛宕下 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 沢入 双葉郡双葉町大字上羽鳥字沢入 土石流 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 舘沢Ａ 双葉郡双葉町大字山田字舘沢 土石流 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 竹ノ入 双葉郡双葉町大字山田字竹ノ入 土石流 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 舘沢Ｂ 双葉郡双葉町大字山田字舘沢 土石流 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 舘腰 双葉郡双葉町大字山田字舘腰 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 八房平 双葉郡双葉町大字石熊字八房平 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 反町 双葉郡双葉町大字目迫字反町 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 沢入 双葉郡双葉町大字上羽鳥字沢入 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 長畑 双葉郡双葉町大字松倉字長畑 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 東迫 双葉郡双葉町大字鴻草字東迫 急傾斜地の崩壊 

第 94号 令和 8年 2月 20 日 八房平Ａ 双葉郡双葉町大字石熊字八房平 急傾斜地の崩壊 

 

  



第５編 資料編 
 

５－60 

（３） 新たな土砂災害の発生のおそれのある箇所の公表 

 近年の土砂災害の発生状況を踏まえ、国土交通省が土砂災害防災対策基本方針を変更したことに伴い、

福島県では、高精度の地形図から土砂災害が発生するおそれのある箇所の抽出を実施。 

 この抽出により、双葉町では新たに箇所（急傾斜地：99 箇所、土石流：21 箇所）が公表された。 

 抽出された箇所については、福島県において令和７年度以降に現地を測量するなど詳細な調査を実施

し、危険性の度合いや範囲を定め土砂災害警戒区域等として指定される予定。 

 公表箇所は基礎調査（現地調査）の前段階のため、全てが危険を伴う区域であるとは限らず、直ちに

建物の建築等に規制が発生するものではない。 

参考：福島県 HP「新たな土砂災害の発生のおそれのある箇所について」 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41045c/arata.html 

 

11－３ 土砂災害警戒区域等（土石流） 

（１） 土石流危険渓流Ⅰ（人家５戸以上） 

 双葉町内になし。 

 

（２） 土石流危険渓流 II(人家１～４戸） 

番号 渓流番号 水系名 河川名 渓流名 
所   在   地 

郡・市 町・村 大字 

1 70546 B 0001 前田川 戒川 沢入 双葉郡 双葉町 上羽鳥 

2 70546 B 0003 前田川 前田川 盆沢 双葉郡 双葉町 山田 

3 70546 B 0004 前田川 前田川 小作沢 双葉郡 双葉町 山田 

 

（３） 土石流危険渓流に準ずる渓流（Ⅲ）（人家なし） 

番号 渓流番号 水系名 河川名 渓流名 
所   在   地 

郡・市 町・村 大字 

1 7054 C 0002 前田川 前田川 中央台 双葉郡 双葉町 山田 

2 7054 C 0007 前田川 松廹川 節辺廹 双葉郡 双葉町 上羽鳥 
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11－４ 土砂災害警戒区域等（急傾斜地の崩壊） 

（１） 急傾斜地崩壊危険箇所 I (人家５戸以上） 

分類 番号 
箇所 

番号 
箇 所 名 

所   在   地 

郡・市 町・村 大字 字 

自然

がけ 

1 863 西羽竜廹 双葉郡 双葉町 渋川 西羽竜廹 

2 864 西宮下 双葉郡 双葉町 長塚 西宮下 

3 865 舘腰 双葉郡 双葉町 山田 舘腰 

4 866 石熊 双葉郡 双葉町 石熊 八房平 

人工

がけ 

1 80 清戸廹 双葉郡 双葉町 新山 清戸廹 

2 81 花ノ木 双葉郡 双葉町 両竹 花ノ木 

3 82 西廹 双葉郡 双葉町 中田 西廹 

4 83 坂下 双葉郡 双葉町 鴻草 坂下 

5 84 田中 双葉郡 双葉町 渋川 田中 

6 85 榎内 双葉郡 双葉町 上羽鳥 榎内 

7 86 南廹 双葉郡 双葉町 下羽鳥 南廹 

8 87 福田廹 双葉郡 双葉町 長塚 上廹 

人工

がけ 

9 88 寺内前 双葉郡 双葉町 長塚 寺内前 

10 89 本町 双葉郡 双葉町 新山 本町 

11 90 大畑 双葉郡 双葉町 前田 大畑 

12 91 愛宕下 双葉郡 双葉町 目廹 愛宕下 

13 92 北田 双葉郡 双葉町 山田 北田 
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（２） 急傾斜地崩壊危険箇所 II (人家１～４戸） 

分類 番号 
箇所 

番号 
箇 所 名 

所   在   地 

郡・市 町・村 大字 字 

自然

がけ 

1 1727 善能寺 双葉郡 双葉町 目廹 善能寺 

2 1728 愛宕下Ａ 双葉郡 双葉町 目廹 愛宕下 

3 1729 反町 双葉郡 双葉町 目廹 反町 

4 1730 沢入 双葉郡 双葉町 上羽鳥 沢入 

5 1731 長畑 双葉郡 双葉町 松倉 長畑 

6 1732 堤廹 双葉郡 双葉町 寺沢 唐沢 

7 1733 福田廹 双葉郡 双葉町 長塚 福田廹 

8 1734 上廹Ａ 双葉郡 双葉町 長塚 上廹 

9 1735 上廹Ｂ 双葉郡 双葉町 長塚 上廹 

10 1736 東廹 双葉郡 双葉町 鴻草 東廹 

11 1737 大久保 双葉郡 双葉町 寺沢 大久保 

人工

がけ 

1 149 八房平Ａ 双葉郡 双葉町 石熊 八房平 

2 150 前田 双葉郡 双葉町 山田 前田 

3 151 山田廹 双葉郡 双葉町 下羽鳥 山田廹 

 

（３） 急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面（Ⅲ）（人家なし） 

番号 
箇所 

番号 
箇 所 名 

所    在    地 

郡・市 町・村 大字 字 

1 88 町西 双葉郡 双葉町 長塚 町西 

2 89 堂ノ前 双葉郡 双葉町 松廹 堂ノ前 
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11－５ 山地災害危険地区 

（１）崩壊土砂流出危険地区 

危険地区 位置 公共施設等 面積 

(ha) 

備
考 

番号 市町村 大字 字 人 

家 

50 

戸 

以 

上 

人 

家 

49 

人 

家 

9 

人 

家 

4 

戸 

以 

下 

(
道
路
除
く
） 

公
共
施
設 

道
路 

市
町
村 

地 

区 

～ ～ 
10 

戸 

5 

戸 

546 1 双葉町 中田 マミ穴       2   町 0.81    

546 2 双葉町 鴻草 北布田           町 0.33    

546 3 双葉町 渋川 岩ノ迫       4   林 0.14    

546 4 双葉町 寺沢 唐沢       2   町 0.09    

546 5 双葉町 長塚 上迫       3   農 0.08    

546 6 双葉町 上羽鳥 沢入       3   農 0.72    

546 7 双葉町 上羽鳥 沢入       1 2   0.10    

546 8 双葉町 目迫 長迫       2   町 0.11    

546 9 双葉町 前田 椚内       3   町 0.41    

546 10 双葉町 水沢 赤芝           町 0.11    

546 11 双葉町 松迫 沼ノ沢       1   林 0.96    

546 12 双葉町 松迫 道六神       1   林 0.66    

546 13 双葉町 石熊 八房平       1   町 0.09    

546 14 双葉町 石熊 石熊           県 0.50    

546 15 双葉町 石熊 石熊       3   県 0.64    

546 16 双葉町 石熊 七日沢       1   林 0.36    

546 17 双葉町 石熊 七日沢           林 0.66    

546 18 双葉町 石熊 七日沢           林 1.35    

546 19 双葉町 山田 北沢           林 4.20    

546 20 双葉町 山田 中沢       3   県 4.94    

546 21 双葉町 山田 茗荷沢       1   県 3.15    

546 22 双葉町 山田 水越       1   県 0.96    

546 23 双葉町 山田 赤坂       1   国 0.50    
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危険地区 位置 公共施設等 面積 

(ha) 

備
考 

番号 市町村 大字 字 人 

家 

50 

戸 

以 

上 

人 

家 

49 

人 

家 

9 

人 

家 

4 

戸 

以 

下 

(

道
路
除
く
） 

公
共
施
設 

道
路 

市
町
村 

地 

区 

～ ～ 

10 

戸 

5 

戸 

546 24 双葉町 山田 備後内       3   町 1.28    

546 25 双葉町 新山 漆迫           町 0.38    

546 26 双葉町 石熊 八房平       4 1 県 0.27    

546 27 双葉町 石熊 上石熊           林 7.20    

546 28 双葉町 上羽鳥 沢入           林 0.54    

546 29 双葉町 上羽鳥 沢入     6     林 0.72    

546 30 双葉町 松倉 長畑     5     町 0.42    

546 31 双葉町 水沢 堤下 50         県 0.23    

 

（２）山腹崩壊危険地区 

危険地区 位置 公共施設等 備
考 

番号 市町村 大字 字 人 

家 

50 

戸 

以 

上 

人 

家 

49 

人 

家 

9 

人 

家 

4 

戸 

以 

下 

(

道
路
除
く
） 

公
共
施
設 

道
路 

市
町
村 

地 

区 

～ ～ 

10 

戸 

5 

戸 

546 1 双葉町 両竹 花の木     5     県   

546 2 双葉町 中田 西迫     7     町   

546 3 双葉町 鴻草 坂下     8     町   

546 4 双葉町 渋川 久保     6     町   

546 5 双葉町 中田 舘腰     7     町   

546 6 双葉町 長塚 西宮下     5         

546 7 双葉町 長塚 寺内前     5     町   

546 8 双葉町 長塚 寺内前           町   
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危険地区 位置 公共施設等 備
考 

番号 市町村 大字 字 人 

家 

50 

戸 

以 

上 

人 

家 

49 

人 

家 

9 

人 

家 

4 

戸 

以 

下 

(

道
路
除
く
） 

公
共
施
設 

道
路 

市
町
村 

地 

区 

～ ～ 

10 

戸 

5 

戸 

546 9 双葉町 下羽鳥 北沖     5     町   

546 10 双葉町 下羽鳥 南迫     5     林   

546 11 双葉町 新山 本町   10       町   

546 12 双葉町 前田 大畑   10     1 町   

546 13 双葉町 目迫 愛宕下     6     町   

546 14 双葉町 目迫 愛宕下       3   町   

546 15 双葉町 目迫 愛宕下   10       町   

546 16 双葉町 新山 高万迫 70             

546 17 双葉町 新山 清戸迫       1 1     

546 18 双葉町 山田 舘腰     8     国   

546 19 双葉町 山田 北田     5     町   

546 20 双葉町 石熊 石熊     5     町   

546 21 双葉町 山田 手子塚       4   国   

546 22 双葉町 石熊 古岩沢       2   町   

546 23 双葉町 渋川 菅ノ沢       1   町   

546 24 双葉町 石熊 垢離取場       1   町   

546 25 双葉町 石熊 石熊   12       林   

546 26 双葉町 新山 萩迫       1       

546 27 双葉町 上羽鳥 沢入           県   
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11－６ 海岸堤防の整備状況 

 

地 区 名 施 設 名 
海岸線 
延長 

海岸保全 
施設有効 

延長 
堤 高 天 端 幅 所  管 

双葉中浜 
堤防・護岸沖合 

施設消波施設 
648.00m 648.00m TP+7.2m 4.00m 相双建設事務所 

郡山中野 堤防・護岸 777.00m 777.00m TP+7.2m 4.00m 相双建設事務所 

細谷 
堤防・護岸沖合 

施設消波施設 
597.00m 597.00m TP+7.2m 4.00m 相双建設事務所 

細谷 消波提 532.00m 532.00m TP+4.0m 3.60m 相双農林事務所 
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第 12 章 原子力防災対策に関する資料 

12－１ 原子力発電所施設の設置状況 

 
福島第一原子力発電所（※１） 福島第二原子力発電所（※２） 

1 号機 2 号機 3 号機 4 号機 5 号機 6 号機 1号機 2 号機 3号機 4号機 

1 設置位置 双葉郡大熊町 双葉郡双葉町 双葉郡楢葉町 双葉郡富岡町 

2 設 置 者 東京電力株式会社 

3 炉 型 式 沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）マークⅠ 沸騰水型軽水炉（ＢＷＲ）マークⅡ 

4 発電出力 
(40万 KW) 

46 万 KW 

78.4

万 KW 

78.4

万 KW 

78.4

万 KW 

78.4

万 KW 

110 

万 KW 

110 

万 KW 

110 

万 KW 

110 

万 KW 

110 

万 KW 

5 
発 電 所 
用地面積 

約 350万 m2 約 150万 m2 

6 
建 設 費 
（億円） 

391 562 624 803 905 1,754 3,560 2,763 3,146 2,914 

7 
電源開発 

調整審議会 
承認年月日 

41. 4. 4 
 

※3 43.12.25 

42.12.22 44. 5.23 46. 6.30 46. 2.26 46.12.17 47. 6. 7 50. 3.17 52. 3.15 53. 7.14 

8 
原 子 炉 
設置許可 

申請年月日 

41. 7. 1 
 

※3 43.11.19 

42. 9.18 44. 7. 1 46. 8. 5 46. 2.22 46.12.21 47. 8.28 51.12.21 53. 8.16 53. 8.16 

9 
原子炉安全
専門審査会 
報告年月日 

41.11.17 
 

※3 44. 2.27 

43. 3.26 44.12.25 46.12.23 46. 8.19 47.11.21 49. 4.27 53. 5.23 55. 7. 9 55. 7. 9 

10 
原 子 炉 
設置許可 
年 月 日 

41.12. 1 
 

※3 44. 4. 7 

43. 3.29 45. 1.23 47. 1.13 46. 9.23 47.12.12 49. 4.30 53. 6.26 55. 8. 4 55. 8. 4 

11 
電気工作物
設置許可 
年 月 日 

41.12. 1 43. 3.29 45. 1.23 47. 1.13 46. 9.23 47.12.12 49. 4.30 53. 6.26 55. 8. 7 55. 8 .7 

12 
第一回工事
計画認可 
年 月 日 

42. 9.29 44 .5.27 45.10.17 47. 5. 8 46.12.22 48. 3.16 50. 8.21 54. 1.23 55.11.10 55.11.10 

13 

着工年月日 42. 9.29 44. 5.27 45.10.17 47. 9.12 46.12.22 48. 5.18 50.11. 1 54. 2.28 55.12. 1 55.12. 1 

燃料装荷 
年 月 日 

45. 7. 4 48. 3.15 49. 8. 1 52.12.15 52. 7. 2 54. 1.16 56. 5. 8 58. 4. 1 59. 9.27 61.10. 1 

初 臨 界 
年 月 日 

45.10.10 48. 5.10 49. 9. 6 53. 1.28 52. 8.26 54. 3. 9 56. 6.17 58. 4.26 59.10.18 61.10.24 

運転開始 
年 月 日 

46. 3.26 49. 7.18 51. 3.27 53.10.12 53. 4.18 54.10.24 57. 4.20 59. 2. 3 60. 6.21 62. 8.25 

14 
燃 料 体 
装 荷 数 

400本 548本 548本 548本 548本 764 本 764 本 764 本 764 本 764 本 

※１ 福島第一原子力発電所１～４号機は平成 24 年４月 19 日、５,６号機は平成 26 年 1 月 31 日に廃

止 

※２ 福島第二原子力発電所全号機は、令和元年９月 30日に廃止 

※３ 40万ＫＷから 46万ＫＷへの変更申請による年月日  
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12－２ 原子力防災対策を重点的に充実すべき地域（重点地域図） 
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12－３ 原子力災害対策を重点的に実施すべき区域（行政区名） 

福島第一原子力発電所及び第二原子力発電所に係る地域 

距離 行政区名 行政区数 

ＰＡＺ ― ― 

ＵＰＺ 
石熊、鴻草、郡山、三字、下長塚、渋川、下条、寺松、中田、 

長塚一、長塚二、新山、羽鳥、浜野、細谷、両竹、山田 
17 
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（１） 福島第二原子力発電所 配置図 
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12－５ 原子力発電所からの方位別・距離別行政区 

発電所

名 

原子力発電所 

方位 

０〜５km 

の区域 

（１km以内の 

全方位を含む） 

５〜30km 

の区域 
30kmを超える区域 

福島第

一原子

力発電

所 

Ａ 

南〜南南西 

0°〜22.5° 

― ― ― 

Ｂ 

南南西〜南西 

22.5°〜45° 

― ― ― 

Ｃ 

南西〜西南西 

45°〜67.5° 

― ― ― 

Ｄ 

西南西〜西 

67.5°〜90° 

山田 ― ― 

Ｅ 

西〜西北西 

90°〜112.5° 

三字、細谷、 

山田 

石熊、 

寺松、 

羽鳥 

― 

Ｆ 

西北西〜北西 

112.5°〜135° 

三字、長塚一、新山、 

羽鳥、細谷、山田 

渋川、 

寺松 
― 

Ｇ 

北西〜北北西 

135°〜157.5° 

郡山、三字、 

下長塚、下条、中田、 

長塚一、長塚二、新山、 

羽鳥、細谷 

鴻草、 

渋川、 

寺松 

― 

H 

北北西〜北 

157.5°〜180° 

郡山、下長塚、中田、 

長塚二、浜野、細谷、 

両竹 

鴻草 ― 

I 

北〜北北東 

180°〜202.5° 

郡山、浜野、細谷 ― ― 

 

(注)１ 方位区分上の行政区、２〜３の方位にまたがる行政区については、重複して記載した。 

(注)２ 距離区分において、２以上の区分にまたがる行政区については、それぞれ短い距離の区域に含

めて記載した。（例：４〜７kmにまたがる行政区→０〜５kmの区域の欄に記載） 
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発電所名 
原子力発電所 

方位 

０〜５km 

の区域 

（１km以内の 

全方位を含む） 

５〜30kmの区域 
30kmを 

超える区域 

福島第二

原子力発

電所 

Ａ 

南〜南南西 

0°〜22.5° 

― ― ― 

Ｂ 

南南西〜南西 

22.5°〜45° 

― ― ― 

Ｃ 

南西〜西南西 

45°〜67.5° 

― ― ― 

Ｄ 

西南西〜西 

67.5°〜90° 

― ― ― 

Ｅ 

西〜西北西 

90°〜112.5° 

― ― ― 

Ｆ 

西北西〜北西 

112.5°〜135° 

― ― ― 

Ｇ 

北西〜北北西 

135°〜157.5° 

― 石熊、寺松、羽鳥、山田 ― 

Ｈ 

北北西〜北 

157.5°〜180° 

― 

石熊、鴻草、郡山、三字、 

下長塚、渋川、下条、寺松、 

中田、長塚一、長塚二、 

新山、羽鳥、浜野、細谷、 

両竹、山田 

― 

I 

北〜北北東 

180°〜202.5° 

― 郡山、浜野、細谷、両竹 ― 

 
(注)１ 方位区分上の行政区、２〜３の方位にまたがる行政区については、重複して記載した。 

(注)２ 距離区分において、２以上の区分にまたがる行政区については、それぞれ短い距離の区域に含

めて記載した。（例：４〜７kmにまたがる行政区→３〜５kmの区域の欄に記載） 
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12－６ 発電所からの距離別避難対象人口（参考） 

※対象人口（平成 22 年国勢調査人口に基づいたもの） 

（１） 福島第一原子力発電所からの距離別行政区別人口 

（単位：人） 
市町村名 距離 行政区名 人口 人口計 

双葉町 

〜５km 

郡山、三字、下長塚、下条、中田、長塚一、 

長塚二、新山、羽鳥、浜野、細谷、両竹、 

山田 

6,081 

6,932 ５km〜10km 
石熊、鴻草、三字、渋川、寺松、中田、 

長塚一、長塚二、羽鳥、両竹、山田、 
851 

10km～20kn 石熊（※居住人口なし） ０ 

 

（２） 福島第二原子力発電所からの距離別行政区別人口 

（単位：人） 
市町村名 距離 行政区名 人口 人口計 

双葉町 10km〜20km 

石熊、鴻草、郡山、三字、下長塚、渋川、 

下条、寺松、中田、長塚一、長塚二、 

新山、羽鳥、浜野、細谷、両竹、山田 

6,932 6,932 

  



第 12章 原子力防災対策に関する資料 

12－７ 行政区別・年齢別人口（住民登録者数） 
 

５－75 

12－７ 行政区別・年齢別人口（住民登録者数） 

（令和８年２月 28日現在） 

行政区名 世帯数 
人口（人） 年齢別構成（人） 

男 女 総計 0～2 3～6 7～18 19～39 40～64 65～74 75以上 

新 山 250 288 276 564 6 13 49 96 169 96 135 

下 条 230 278 271 549 1 7 59 105 204 75 98 

郡 山 136 170 167 337 2 8 20 56 103 55 93 

細 谷 50 56 68 124 0 1 11 27 32 22 31 

三 字 286 307 352 659 7 10 69 113 203 117 140 

山 田 143 182 174 356 2 2 26 57 105 66 98 

石 熊 44 49 55 104 3 1 8 14 32 31 15 

長 塚 

（長塚一・

長 塚 二 ） 

607 625 665 1,290 11 23 125 206 420 231 274 

下 長 塚 52 54 74 128 1 1 3 12 32 35 44 

羽 鳥 82 115 111 226 4 4 13 40 67 46 52 

渋 川 30 35 40 75 0 0 1 15 16 21 22 

鴻 草 77 104 107 211 4 7 10 49 54 36 51 

中 田 28 33 36 69 1 2 5 10 17 18 16 

両 竹 23 28 31 59 0 0 5 12 12 12 18 

浜 野 56 65 71 136 1 3 14 24 33 34 27 

寺 松 67 80 82 162 0 2 13 31 51 34 31 

合 計 2,161 2,469 2,580 5,049 43 84 431 867 1,550 929 1,145 
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12－８ 鉄道に関する調べ 

（１） 時刻表（令和８年 3月 14日改正） 

【東京→いわき→原ノ町→仙台】 

 上野 いわき 広野 富岡 双葉 浪江 原ノ町 仙台 

 － 5：23 5：49 6：06 6：21 6：26 6：45 － 
 － 6：09 6：32 6：48 7：03 7：11 7：30 － 
 － 7：11 7：34 7：51 8：06 8：11 8：30 － 
 － 7：51 8：15 8：31 8：46 8：51 9：13 － 
 － 9：24 9：50 10：08 10：30 10：35 10：55 － 

特急 8：00 10：25 10：43 10：58 11：12 11：16 11：32 12：27 
 － 12：14 12：38 12：57 13：12 13：19 13：38 － 

特急 13：00 15：15 15：32 15：46 15：59 16：04 16：21 17：25 
 － 15：21 15：44 16：05 16：20 16：25 16：44 － 
 －       － 
 － 17：17 17：40 17：57 18：12 18：17 18：35 － 
  18：00 18：23 18：39 18：54 19：01 19：25  

特急 17：00 19：117 19：35 19：53 20：06 20：11 20：27 221：32 
 － 19：26 19：49 20：06 20：21 20：26 20：45 － 
 － 20：20 20：444 21：00 21：15 21：20 21：339 － 

 

【仙台→原ノ町→いわき→東京】 

 仙台 原ノ町 浪江 双葉 富岡 広野 いわき 東京 

 － 5：33 5：53 5：58 6：16 6：33 6：57 － 
 － 6：10 6：36 6：40 6：59 7：16 7：40 － 
 － 6：52 7：11 7：16 7：31 7：48 8：12 － 
 － 7：51 8：11 8：16 8：31 8：48 9：11 － 
 － 8：45 9：04 9：09 9：23 9：40 10：04 － 

特急 8：48 9：51 10：06 10：10 10：24 10：44 11：13 13：42 
 － 11：59 12：18 12：22 12：37 12：54 13：17 － 
 － 14：08 14：27 14：31 14：47 15：04 15：28 － 

特急 14：16 15：12 15：27 15：32 15：46 15：59 16：18 18：44 
 － 16：20 16：43 16：48 17：02 17：20 17：46 － 
         
 － 17：28 17：46 17：51 18：07 18：24 18：48 － 
 － 18：43 19：01 19：06 19：26 20：00 20：24 － 

特急 18：02 19：06 19：21 19：25 19：39 19：57 20：17 22：44 
 － 20：14 20：37 20：42 21：00 21：18 21：43 － 

（２） 駅乗降客数 

    データなし 

 

 

 

  

※原ノ町・仙台は到着時刻 

※いわき・東京は到着時刻 
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12－９ 交通状況（常磐自動車道） 

（１） 月別通行台数（令和６年度） 

 

（単位：台／日） 

 4月 5月 6 月 7月 8月 9月 

常磐自動車道 213,060 208,473 209,026 213,641 212,758 214,904 

 

10月 11月 12 月 1月 2 月 3月 年度 

218,218 222,340 212,385 198,645 206,770 213,266 211,968 

 

（２） 車種別通行台数（令和６年度計・日平均） 

（単位：台／日） 

 軽自動車 普通車 中型車 大型車 特大車 合計 

常磐自動車道 25,052 133,856 23,814 25,229 4,017 211,968 
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12－10 コンクリート屋内退避施設一覧 

整

理

No. 

行
政
区 

福島第一 

からの位置 

福島第ニ 

からの位置 
避難施設名 

（施設利用の可否、 

代替えは別に定め

る） 

所
在
地 

管
理
者 

電話

番号 

収
容
人
員 

構
造 

区
分 

備
考 方

位 

距
離 

方
位 

距
離 

              

 
 

            

      
      

  

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

  

検討中 
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12－11 周辺地域の防災上特に配慮すべき施設 

施設名 施設区分 所在地 電話番号 備考 

     

     

     

     

     

     

 

  

検討中 
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12－12 緊急被ばく医療施設 

（１） 原子力災害医療協力機関 

（令和８年１月末現在） 
医療機関名 所在地 電話番号 備考 

いわき市医療センター いわき市内郷御厩町久世原 16 0246-26-3151  

独立行政法人 

労働者健康安全機構 

福島労災病院 

いわき市内郷綴町沼尻 3 0246-26-1111  

白河厚生総合病院 白河市豊地上弥次郎 2-1 0248-22-2211  

会津中央病院 会津若松市鶴賀町 1-1 0242-25-1515  

福島県立南会津病院 南会津郡南会津町永田字風下 14-1 0241-62-7111  

福島県ふたば医療センター

附属病院 

双葉郡富岡町大字本岡字王塚 817-

1 
0240-23-5090  

福島県診療放射線技師会 － －  

総合南東北病院 郡山市八山田 7 丁目 115 024-934-5322  

日本赤十字社福島県支部 福島市永井川字北原田 17 024-545-7997  

（２） 原子力災害拠点病院 

（令和４年３月末現在） 
医療機関名 所在地 電話番号 備考 

公立大学法人 

福島県立医科大学附属病院 
福島市光が丘 1 024-547-1111  

福島赤十字病院 福島市八島町 7-7 024-534-6101  

南相馬市立総合病院 南相馬市原町区高見町 2丁目 54-6 0244-22-3181  

（３） 高度被ばく医療支援センター 

（令和８年１月末現在） 
医療機関名 所在地 電話番号 備考 

国立大学法人弘前大学 青森県弘前市本町 66-1 0172-39-5401  

公立大学法人福島県立医科大学 福島市光が丘 1 024-547-1111  

国立研究開発法人 

量子科学技術研究開発機構 
千葉県千葉市稲毛区穴川 4-9-1 043-251-2111  

国立大学法人福井大学 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月 23-3 0776-61-3111  

国立大学法人広島大学 広島県広島市南区霞一丁目 2-3 082-257-5555  

国立大学法人長崎大学 長崎県長崎市文教町 1-14 095-819-7200  
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（４） 原子力災害医療・総合支援センター 

（令和４年３月末現在） 

 

  

医療機関名 所在地 電話番号 備考 

公立大学法人 

福島県立医科大学附属病院 
福島市光が丘 1 024-547-1111  
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12－13 飲料水、食料、機器保守サービス調達 

（１） 飲料水、食料調達 

（令和●年●月現在） 

事業者名 所在地 電話番号 備考 

  
 

 

    

 

（２） 機器保守サービス 

（令和●年●月現在） 

事業者名 所在地 電話番号 備考 

 
 

  

    

 

  

整理中 

整理中 
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12－14 気象観測結果 

（１） 風向、風速、気温、湿度、降雨雪量、大気安定度の月別記録 

（出典：福島県 令和６年度原子力発電所周辺環境放射線測定結果報告書） 

No.1 楢葉町繁岡 

測定項目 

 

 

 

 

 

測定年月 

風
向(

最
多) 

風速(m/sec） 気  温  （℃） 湿  度  （％） 降 雨 雪 大
気
安
定
度(

最
多) 

最
大
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

量(mm) 日数 

令 和 6 年 4 月 N 9.1 2.4 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 5 月 SSW 9.2 3.0 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 6 月 S 8.7 2.5 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 7 月 S 8.0 1.7 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 8 月 S 7.3 2.5 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 9 月 N 5.4 2.1 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 10 月 N 6.9 2.5 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 11 月 N 11.4 2.4 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 12 月 WNW 12.4 2.8 / / / / / / / / / 

令 和 7 年 1 月 N 12.6 3.0 / / / / / / / / / 

令 和 7 年 2 月 NW 11.7 3.3 / / / / / / / / / 

令 和 7 年 3 月 N 15.8 3.0 / / / / / / / / / 

（注）「／」は測定未実施項目。  
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No.2 富岡町富岡 

測定項目 

 

 

 

 

 

測定年月 

風
向(

最
多) 

風速(m/sec） 気  温  （℃） 湿  度  （％） 降 雨 雪 大
気
安
定
度(

最
多) 

最
大
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

量(mm) 日数 

令 和 6 年 4 月 W 9.4 2.1 24.1 0.8 14.3 100.0 17.9 79.3 90.0 8 G 

令 和 6 年 5 月 SSE 8.3 2.3 29.0 4.5 17.8 99.8 33.0 79.0 123.0 12 G 

令 和 6 年 6 月 SSE 6.7 2.0 30.9 12.5 21.3 100.0 35.8 85.9 38.5 9 G 

令 和 6 年 7 月 W 6.3 1.6 37.2 18.2 26.3 100.0 44.9 85.1 117.5 14 G 

令 和 6 年 8 月 SSE 5.6 2.1 32.9 21.8 27.1 99.9 60.8 92.0 98.5 10 G 

令 和 6 年 9 月 NW 4.7 1.7 33.5 16.2 23.9 99.9 56.9 93.5 118.5 19 D 

令 和 6 年 10 月 WNW 5.9 1.8 29.2 6.6 18.3 99.9 49.5 89.4 149.5 14 D 

令 和 6 年 11 月 W 10.1 1.8 25.3 0.1 11.4 99.9 42.0 82.5 93.5 8 G 

令 和 6 年 12 月 W 9.0 2.4 19.8 -4.6 5.0 99.0 27.6 69.4 0.0 0 G 

令 和 7 年 1 月 W 9.9 2.4 12.7 -4.5 4.1 99.2 26.1 69.2 17.5 4 G 

令 和 7 年 2 月 W 10.9 2.7 14.1 -6.6 3.2 96.4 28.9 61.4 0.0 0 G 

令 和 7 年 3 月 W 11.1 2.4 23.6 -4.5 7.7 100.0 26.5 73.5 121.5 9 G 
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No.3 大熊町大野 

測定項目 

 

 

 

 

 

測定年月 

風
向(

最
多) 

風速(m/sec） 気  温  （℃） 湿  度  （％） 降 雨 雪 大
気
安
定
度(

最
多) 

最
大
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

量(mm) 日数 

令 和 6 年 4 月 SE 8.2 2.0 25.7 2.7 14.2 100.0 23.2 77.3 83.5 8 D , G 

令 和 6 年 5 月 SE 11.5 2.2 28.6 5.3 17.7 99.9 26.7 77.7 123.5 10 G 

令 和 6 年 6 月 SE 6.9 1.8 31.1 13.1 21.1 99.9 33.5 86.1 35.0 7 G 

令 和 6 年 7 月 W 6.0 1.3 38.0 18.3 26.3 99.9 42.4 84.7 106.0 16 D 

令 和 6 年 8 月 SE 7.0 1.9 33.3 21.7 26.6 99.9 62.8 93.3 102.5 11 D 

令 和 6 年 9 月 NW 6.1 1.2 33.6 15.4 23.3 99.9 47.3 94.9 139.0 17 D 

令 和 6 年 10 月 NW 5.7 1.4 28.9 7.1 17.9 99.9 48.4 91.2 169.5 15 D 

令 和 6 年 11 月 WNW 7.8 1.6 25.1 0.8 11.4 100.0 41.2 81.7 74.0 9 G 

令 和 6 年 12 月 W 7.8 2.5 20.4 -3.9 5.1 100.0 27.0 68.4 1.5 1 G 

令 和 7 年 1 月 W 9.8 2.4 12.4 -3.7 4.1 100.0 27.6 67.9 18.5 6 G 

令 和 7 年 2 月 W 12.3 2.7 13.9 -5.5 3.0 97.9 26.1 61.6 1.0 2 G 

令 和 7 年 3 月 WNW 13.5 2.6 23.7 -3.6 7.5 100.0 21.1 66.2 139.5 10 D 
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No.4 双葉町郡山 

測定項目 

 

 

 

 

 

測定年月 

風
向(

最
多) 

風速(m/sec） 気  温  （℃） 湿  度  （％） 降 雨 雪 大
気
安
定
度(

最
多) 

最
大
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

量(mm) 日数 

令 和 6 年 4 月 SSE 8.4 1.7 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 5 月 SSE 8.2 2.0 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 6 月 SSE 7.8 1.8 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 7 月 SSE 5.7 1.3 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 8 月 SSE 7.6 1.8 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 9 月 NW 5.8 1.1 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 10 月 NW 5.6 1.3 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 11 月 NW 6.6 1.6 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 12 月 NW 6.4 1.8 / / / / / / / / / 

令 和 7 年 1 月 NW 7.3 1.9 / / / / / / / / / 

令 和 7 年 2 月 NW 10.1 2.2 / / / / / / / / / 

令 和 7 年 3 月 NW 10.3 1.8 / / / / / / / / / 

（注）「／」は測定未実施項目。  
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No.5 浪江町幾世橋 

測定項目 

 

 

 

 

 

測定年月 

風
向(

最
多) 

風速(m/sec） 気  温  （℃） 湿  度  （％） 降 雨 雪 大
気
安
定
度(

最
多) 

最
大
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

最
高
値 

最
低
値 

平
均
値 

量(mm) 日数 

令 和 6 年 4 月 WNW 9.8 1.8 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 5 月 S 9.1 2.1 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 6 月 S 7.3 1.6 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 7 月 SSE 5.2 1.0 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 8 月 S 7.6 1.7 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 9 月 ENE 6.8 1.0 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 10 月 WNW 6.3 1.1 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 11 月 WNW 5.0 1.2 / / / / / / / / / 

令 和 6 年 12 月 WNW 7.2 1.4 / / / / / / / / / 

令 和 7 年 1 月 NW 7.5 1.5 / / / / / / / / / 

令 和 7 年 2 月 WNW 7.2 1.6 / / / / / / / / / 

令 和 7 年 3 月 NW 10.2 1.7 / / / / / / / / / 

（注）「／」は測定未実施項目。
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（２） 風配図 

（福島県：令和６年度原子力発電所周辺環境放射線測定結果報告書より） 

（注） 小円内の数字は静穏の頻度（％）

No.1 楢葉町繁岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.2 富岡町富岡 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.3 大熊町大野 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.4 双葉町郡山 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.5 浪江町幾世橋 
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12－15 農林水産物の収穫等状況 

［穀物類・野菜］ 

  

町名 
種類 

項目 

水 稲 大 豆 

平成●年 平成●年 平成●年 平成●年 

双葉町 
面積（ha）     

収穫（t）     

現在、生産は行われておらず、データなし 
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12－16 町内モニタリングポスト設置位置 

No. 施設名 住所 備考 

1 国道 6号双葉町大字新山字高万廹地内 双葉町大字新山字高万廹地内 国設置 

2 旧双葉町青年婦人会館 双葉町大字長塚字谷沢町 56 国設置 

3 双葉町消防団第一分団屯所 双葉町大字新山字北広町 国設置 

4 双葉町新山公民館 双葉町大字新山字北広町 31 国設置 

5 双葉町歴史民俗資料館 双葉町大字新山字本町 27-1 国設置 

6 旧町営住宅跡地 双葉町大字長塚字町西 20 国設置 

7 JAふたば北部営農センター 双葉町大字長塚字寺内迫 国道脇 国設置 

8 旧双葉北小学校 双葉町大字長塚字越田 63 国設置 

9 旧双葉南小学校 双葉町大字新山字清戸廹地内 国設置 

10 旧双葉中小学校(※1) 双葉町大字新山字東館 1 国設置 

11 福島県立双葉高等学校 双葉町大字新山字広町 80 国設置 

12 旧ふたば幼稚園 双葉町大字長塚字越田 1-5 国設置 

13 旧双葉町役場庁舎(※1) 双葉町大字新山字前沖 28 国設置 

14 新山神社 双葉町大字新山字本町地内 国設置 

15 JR双葉駅北側駐車場(※1) 双葉町大字長塚字町西地内 国設置 

16 旧双葉町児童館跡地 双葉町大字長塚字鬼木 1 国設置 

17 旧細谷公民館 双葉町大字細谷字陳場沢 146 国設置 

18 旧三字公民館 双葉町大字前田字反町 93 国設置 

19 旧羽鳥公民館 双葉町大字下羽鳥字台 2-1 国設置 

20 双葉町産業交流センター 双葉町大字中野字高田 1-1 国設置 

21 渋川公民館 双葉町大字渋川字広畑 42 国設置 

22 旧中田公民館 双葉町大字中田字宮田 48-2 国設置 

23 旧寺松公民館 双葉町大字寺沢字唐沢 115-1 国設置 

24 旧長塚二公民館 双葉町大字長塚字越田 65-1 国設置 

25 旧両竹公民館 双葉町大字両竹字農師町 100-1 国設置 

26 石熊公民館 双葉町大字石熊字南八房平 243-2 国設置 

27 北部コミュニティーセンター 双葉町大字鴻草字高田前 32 国設置 

28 双葉総合公園 双葉町大字新山字漆廹地内 国設置 

29 旧町東住宅 双葉町大字長塚字町東 102-1 県設置 

30 旧双葉地方水道企業団双葉町営業所跡地 双葉町大字新山字下条 124-1 県設置 

31 国道 6号牛踏交差点 双葉町大字新山字牛踏 88-2 地先 県設置 

32 昭和シェル GS北側花壇 双葉町大字新山字下条 74-1 地先 県設置 

33 下長塚公民館敷地 双葉町大字長塚字寺内前 127-2 県設置 

34 双葉町山田 双葉町大字山田北田 179 県設置 

35 双葉町郡山 双葉町大字郡山字塚ノ腰 93-1 県設置 

36 双葉町新山（双葉町体育館） 双葉町大字長塚字町東 154 県設置 

37 双葉町上羽鳥 双葉町大字上羽鳥字榎内 287 県設置 

38 東日本大震災・原子力災害伝承館 双葉町大字中野字高田 39 県設置 

※1 施設整備のため一時撤去中 
  可搬型モニタリングポスト（12 台）     リアルタイム線量計   （22 台） 

 

  県設置固定型モニタリングポスト(4台） 

  



 第 12章 原子力防災対策に関する資料 

12－16 町内モニタリングポスト設置位置 
 

５－91 
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12－17 原子力防災資機材一覧 

（令和７年４月１日現在）   

 

 

  

No 品名 数量 保管場所 備考 

1 サーベイメータ（Nal） 4台 双葉町役場 県貸与 

2 サーベイメータ（GM） 4台 双葉町役場 県貸与 

3 個人線量計 133台 双葉町役場 県貸与 

4 保護具セット 349式 双葉町立双葉北小学校 県貸与 

5 不織布防護服 100着 双葉町立双葉北小学校 県貸与 

6 ゴム長靴 133足 双葉町立双葉北小学校 県貸与 

7 ゴム手袋 100双 双葉町立双葉北小学校 県貸与 

8 紙帽子 240 枚 双葉町立双葉北小学校 県貸与 

9 靴カバー（長） 150足 双葉町立双葉北小学校 県貸与 

10 靴カバー（短） 150足 双葉町立双葉北小学校 県貸与 

11 雨合羽 210 着 双葉町立双葉北小学校 県貸与 

12 使い捨て式防じんマスク 360 枚 双葉町立双葉北小学校 県貸与 

13 ハンドメガホン 10個 
双葉町役場（3個） 

双葉町立双葉北小学校（7個） 
県貸与 

14 
広報車両（拡声器、散光式警告灯、

無線機、衛星電話） 
1台 双葉町役場 県貸与 

15 携帯電話 1台 双葉町役場 県貸与 

16 
衛星携帯電話（ハンドセット、 

電池パック、ACアダプタ） 
1台 双葉町役場 県貸与 

17 
衛星携帯電話（ハンドセット、 

電池パック、ACアダプタ） 
1台 双葉町役場いわき支所 県貸与 
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12－18 安定ヨウ素剤の配備状況 

（令和８年２月２０日現在） 

薬剤 保管数量 保管場所 

16.3mg ゼリー剤 200 包 双葉町役場 

32.5mg ゼリー剤 600 包 双葉町役場 

50mg 丸剤 62,000 丸 双葉町役場 

粉末 500ｇ 1瓶 双葉町役場 

精製水 4本 双葉町役場 

単シロップ 4本 双葉町役場 

 

12－19 広報関係施設等整備状況調べ 

（１） 町広報関係施設等 

現 況 

広 報 施 設 

広報車 その他 
種 別 対象地域 

対象人員

（人） 

防災行政
無線 

町内 ― １台 
消防 

ポンプ車 
２台 

（２） 民有の広報関係施設等 

施 設 名 管理者 電話番号 対象地域 対象人員 備 考 

      

      
検討中 
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12－20 県内の報道機関（テレビ・ラジオ）調べ 

報道機関 所 在 地 電話番号 区分 周 波 数 開局年月日 

日本放送協会 
福 島 放 送 局 

福島市 
早稲町 1-2 

024- 
526-4333 

テレビ VHF（総合、教育） S34.4.1 

ラジオ MW（第一、第二）、FM S16.2.12 

福 島 テ レ ビ 
株 式 会 社 

福島市 
御山町 2-5 

024- 
536-8000 

テレビ VHF S38.4.1 

株 式 会 社 
ラ ジ オ 福 島 

福島市 
下荒子 8 

024- 
531-4321 

ラジオ MW S28.12.1 

株 式 会 社 
福 島 中 央 
テ レ ビ 

郡山市池ノ台 
13-23 

024- 
923-3300 

テレビ UHF S45.4.1 

株 式 会 社 
福 島 放 送 

郡山市 
桑野 4-3-6 

024- 
934-0501 

テレビ UHF S56.10,1 

株 式 会 社 
テ レ ビ ユ ー 
福 島 

福島市 
西中央 1 丁目 1 

024- 
531-5111 

テレビ UHF S58.12.4 

株 式 会 社 
エフエム福島 

郡山市 
神明町 4-4 

024- 
991-9000 

ラジオ FM H7.10,1 
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12－21 避難のために区画する地区、集合場所、避難経路、避難場所 

（１） 第一原子力発電所から風向き 南 の場合 

行 政 

区 名 

集合の 

範 囲 
集合場所 

地 区 

人 員 

原 発 

からの 

距 離 

誘 導 

責任者 
難輸送経路 避難先 

50人/１

台必要 

車 両 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

計         

 

（２） 第一原子力発電所から風向き 南東 の場合 

行 政 

区 名 

集合の 

範 囲 
集合場所 

地 区 

人 員 

原 発 

からの 

距 離 

誘 導 

責任者 
難輸送経路 避難先 

50人/１

台必要 

車 両 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

計         

 

検討中 

検討中 
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（３） 第一原子力発電所から風向き 東 の場合 

行 政 

区 名 

集合の 

範 囲 
集合場所 

地 区 

人 員 

原 発 

からの 

距 離 

誘 導 

責任者 
難輸送経路 避難先 

50人/１

台必要 

車 両 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

計         

 

 

  

検討中 
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12－23 集合場所及び避難場所への派遣職員 

（１） 集合場所への派遣職員 

番

号 
集 合 場 所 名 

集 合 予 定 人 員 （ 風 向 ） 派 遣 職 員 

南 南南東 南 東 東南東 東 担 当 班 人 数 

１         

２         

３         

４         

５         

６         

７         

８         

９         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

  

検討中 
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（２） 避難場所への派遣職員 

番

号 
集 合 場 所 名  

集 合 予 定 人 員 （ 風 向 ） 派 遣 職 員 

南 南南東 南 東 東南東 東 担 当 班 人 数 

１         

２         

３         

４         

５         

６         

７         

８         

９         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

  

検討中 
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12－24 車両保有状況 

（令和７年１２月末日現在） 

区分 

バス トラック 乗用 

特殊 備考 
大型 

定員

数 

普通

（マイ

クロ） 

定員

数 

大

型 
普通 小型 軽 普通 小型 軽 

登録台数   1 29  1 1 2 11 5 1   

（うち乗合）              

（うち町所有）   1 29  1 1 2 11 5 1   
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